
議第４１号 

呉市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基 

準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

呉市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

呉市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基 

準等を定める条例の一部を改正する条例 

第１条 呉市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２８年呉市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で

示すように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 

第１章～第７章 略 第１章～第７章 略 

第８章 自立訓練（機能訓練） 第８章 自立訓練（機能訓練） 

第１節～第４節 略 第１節～第４節 略 

第４節の２ 共生型障害福祉サービスに

関する基準（第１３１条の

２―第１３１条の４） 

第４節の２ 共生型障害福祉サービスに

関する基準（第１３１条の

２―第１３１条の５） 

第５節 略 第５節 略 

第９章～第１６章 略 第９章～第１６章 略 

付則 付則 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲

げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

第２条 この条例において，次の各号に掲

げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) ～(16) 略 (1) ～(16) 略 

(17)多機能型  第７９条に規定する指定

生活介護の事業，第１２４条に規定す

る指定自立訓練（機能訓練）の事業，

第１３４条に規定する指定自立訓練

（生活訓練）の事業，第１４５条に規

定する指定就労移行支援の事業，第１

５６条に規定する指定就労継続支援Ａ

型の事業及び第１６９条に規定する指

定就労継続支援Ｂ型の事業並びに児童

福祉法に基づく指定通所支援の事業等

の人員，設備及び運営に関する基準

（平成２４年厚生労働省令第１５号。

(17)多機能型  第７９条に規定する指定

生活介護の事業，第１２４条に規定す

る指定自立訓練（機能訓練）の事業，

第１３４条に規定する指定自立訓練

（生活訓練）の事業，第１４５条に規

定する指定就労移行支援の事業，第１

５６条に規定する指定就労継続支援Ａ

型の事業及び第１６９条に規定する指

定就労継続支援Ｂ型の事業並びに児童

福祉法に基づく指定通所支援の事業等

の人員，設備及び運営に関する基準

（平成２４年厚生労働省令第１５号。



以下「指定通所支援基準」という。）

第４条に規定する指定児童発達支援の

事業，指定通所支援基準第５５条に規

定する指定医療型児童発達支援の事

業，指定通所支援基準第６５条に規定

する指定放課後等デイサービスの事

業，指定通所支援基準第７１条の７に

規定する指定居宅訪問型児童発達支援

の事業及び指定通所支援基準第７２条

に規定する指定保育所等訪問支援の事

業のうち２以上の事業を一体的に行う

こと（指定通所支援基準に規定する事

業のみを行う場合を除く。）をいう。 

以下「指定通所支援基準」という。）

第４条に規定する指定児童発達支援の

事業，指定通所支援基準第６５条に規

定する指定放課後等デイサービスの事

業，指定通所支援基準第７１条の７に

規定する指定居宅訪問型児童発達支援

の事業及び指定通所支援基準第７２条

に規定する指定保育所等訪問支援の事

業のうち２以上の事業を一体的に行う

こと（指定通所支援基準に規定する事

業のみを行う場合を除く。）をいう。 

２ 略 ２ 略 

（管理者） （管理者） 

第７条 指定居宅介護事業者は，指定居宅

介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，指定居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は，当該指定居宅介護

事業所の他の職務に従事させ，又は同一

敷地内にある他の事業所，施設等の職務

に従事させることができるものとする。 

第７条 指定居宅介護事業者は，指定居宅

介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，指定居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は，当該指定居宅介護

事業所の他の職務に従事させ，又は当該

指定居宅介護事業所以外の事業所，施設

等の職務に従事させることができるもの

とする。 

（指定居宅介護の具体的取扱方針） （指定居宅介護の具体的取扱方針） 

第２６条 指定居宅介護事業所の従業者が

提供する指定居宅介護の方針は，次に掲

げるところによるものとする。 

第２６条 指定居宅介護事業所の従業者が

提供する指定居宅介護の方針は，次に掲

げるところによるものとする。 

(1)  略 (1)  略 

 (2) 指定居宅介護の提供に当たっては，

利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう，利用者の

意思決定の支援に配慮すること。 

(2) ～(4)  略 (3) ～(5)  略 

（居宅介護計画の作成） （居宅介護計画の作成） 

第２７条 略 第２７条 略 

２ サービス提供責任者は，前項の居宅介

護計画を作成した際は，利用者及びその

同居の家族にその内容を説明するととも

に，当該居宅介護計画を交付しなければ

２ サービス提供責任者は，前項の居宅介

護計画を作成した際は，利用者及びその

同居の家族にその内容を説明するととも

に，当該居宅介護計画を利用者及びその



ならない。 同居の家族並びに当該利用者又は障害児

の保護者に対して指定計画相談支援（法

第５１条の１７第２項に規定する指定計

画相談支援をいう。以下同じ。）又は指

定障害児相談支援（児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第２４条の２６第

２項に規定する指定障害児相談支援をい

う。）を行う者（以下これらを総称して

「 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 等 」 と い

う。）に交付しなければならない。 

３ サービス提供責任者は，居宅介護計画

作成後においても，当該居宅介護計画の

実施状況の把握を行い，必要に応じて当

該居宅介護計画の変更を行うものとす

る。 

３ サービス提供責任者は，第１項の居宅

介護計画の作成後においても，当該居宅

介護計画の実施状況の把握を行い，必要

に応じて当該居宅介護計画の変更を行う

ものとする。 

４ 略 ４ 略 

（管理者及びサービス提供責任者の責

務） 

（管理者及びサービス提供責任者の責

務） 

第３１条 略 第３１条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

 ４ サービス提供責任者は，業務を行うに

当たっては，利用者の自己決定の尊重を

原則とした上で，利用者が自ら意思を決

定することに困難を抱える場合には，適

切に利用者への意思決定の支援が行われ

るよう努めなければならない。 

（管理者） （管理者） 

第４６条 基準該当居宅介護事業者は，基

準該当居宅介護事業所ごとに専らその職

務に従事する管理者を置かなければなら

ない。ただし，基準該当居宅介護事業所

の管理上支障がない場合は，当該基準該

当居宅介護事業所の他の職務に従事さ

せ，又は同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事させることができる

ものとする。 

第４６条 基準該当居宅介護事業者は，基

準該当居宅介護事業所ごとに専らその職

務に従事する管理者を置かなければなら

ない。ただし，基準該当居宅介護事業所

の管理上支障がない場合は，当該基準該

当居宅介護事業所の他の職務に従事さ

せ，又は当該基準該当居宅介護事業所以

外の事業所，施設等の職務に従事させる

ことができるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５１条 略 第５１条 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 指定療養介護事業者が，医療型障害児 ７ 指定療養介護事業者が，医療型障害児



入所施設（児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第４２条第２号に規定する

医療型障害児入所施設をいう。以下同

じ。）に係る指定障害児入所施設（同法

第２４条の２第１項に規定する指定障害

児入所施設をいう。以下同じ。）の指定

を受け，かつ，指定療養介護と指定入所

支援（同項に規定する指定入所支援をい

う。以下同じ。）とを同一の施設におい

て一体的に提供している場合について

は，児童福祉法に基づく指定障害児入所

施設の指定の申請者に関する事項並びに

指定障害児入所施設等の人員，設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成２

４年広島県条例第６２号。第５３条第３

項において「指定入所施設基準条例」と

いう。）第４５条に規定する人員に関す

る基準を満たすことをもって，前各項に

規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

入所施設（児童福祉法第４２条第２号に

規定する医療型障害児入所施設をいう。

以下同じ。）に係る指定障害児入所施設

（同法第２４条の２第１項に規定する指

定障害児入所施設をいう。以下同じ。）

の指定を受け，かつ，指定療養介護と指

定入所支援（同項に規定する指定入所支

援をいう。以下同じ。）とを同一の施設

において一体的に提供している場合につ

いては，児童福祉法に基づく指定障害児

入所施設の指定の申請者に関する事項並

びに指定障害児入所施設等の人員，設備

及び運営に関する基準を定める条例（平

成２４年広島県条例第６２号。第５３条

第３項において「指定入所施設基準条

例」という。）第４５条に規定する人員

に関する基準を満たすことをもって，前

各項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

８ 指定療養介護事業者が，指定発達支援

医療機関（児童福祉法第６条の２の２第

３項に規定する指定発達支援医療機関を

いう。）の設置者である場合であって，

療養介護と指定入所支援とを同一の機関

において一体的に提供しているときは，

指定発達支援医療機関として適切な医療

その他のサービスを提供するのに必要な

人員を確保していることをもって，第１

項から第６項までに規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

８ 指定療養介護事業者が，指定発達支援

医療機関（児童福祉法第７条第２項に規

定する指定発達支援医療機関をいう。）

の設置者である場合であって，療養介護

と指定入所支援とを同一の機関において

一体的に提供しているときは，指定発達

支援医療機関として適切な医療その他の

サービスを提供するのに必要な人員を確

保していることをもって，第１項から第

６項までに規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

（指定療養介護の取扱方針） （指定療養介護の取扱方針） 

第５９条 略 第５９条 略 

 ２ 指定療養介護事業者は，利用者が自立

した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう，利用者の意思決定の支援に

配慮しなければならない。 

２・３ 略 ３・４ 略 

（療養介護計画の作成等） （療養介護計画の作成等） 

第６０条 略 第６０条 略 



２ サービス管理責任者は，療養介護計画

の作成に当たっては，適切な方法によ

り，利用者について，その有する能力，

その置かれている環境及び日常生活全般

の状況等の評価を通じて利用者の希望す

る生活や課題等の把握（以下この章にお

いて「アセスメント」という。）を行

い，利用者が自立した日常生活を営むこ

とができるように支援する上での適切な

支援内容の検討をしなければならない。 

２ サービス管理責任者は，療養介護計画

の作成に当たっては，適切な方法によ

り，利用者について，その有する能力，

その置かれている環境及び日常生活全般

の状況等の評価を通じて利用者の希望す

る生活や課題等の把握（以下この章にお

いて「アセスメント」という。）を行う

とともに，利用者の自己決定の尊重及び

意思決定の支援に配慮しつつ，利用者が

自立した日常生活を営むことができるよ

うに支援する上での適切な支援内容の検

討をしなければならない。 

 ３ アセスメントに当たっては，利用者が

自ら意思を決定することに困難を抱える

場合には，適切に意思決定の支援を行う

ため，当該利用者の意思及び選好並びに

判断能力等について丁寧に把握しなけれ

ばならない。 

３・４ 略 ４・５ 略 

５ サービス管理責任者は，療養介護計画

の作成に係る会議（利用者に対する指定

療養介護の提供に当たる担当者等を招集

して行う会議をいい，テレビ電話装置等

を活用して行うものを含む。）を開催

し，前項に規定する療養介護計画の原案

の内容について意見を求めるものとす

る。 

６ サービス管理責任者は，療養介護計画

の作成に係る会議（利用者及び当該利用

者に対する指定療養介護の提供に当たる

担当者等を招集して行う会議をいい，テ

レビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）を開催し，当該利用

者の生活に対する意向等を改めて確認す

るとともに，前項に規定する療養介護計

画の原案の内容について意見を求めるも

のとする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定

する療養介護計画の原案の内容について

利用者又はその家族に対して説明し，文

書により利用者の同意を得なければなら

ない。 

７ サービス管理責任者は，第５項に規定

する療養介護計画の原案の内容について

利用者又はその家族に対して説明し，文

書により利用者の同意を得なければなら

ない。 

７ サービス管理責任者は，療養介護計画

を作成した際には，当該療養介護計画を

利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，療養介護計画

を作成した際には，当該療養介護計画を

利用者及び指定特定相談支援事業者等に

交付しなければならない。 

８・９ 略 ９・１０ 略 

１０ 第２項から第７項までの規定は，第 １１ 第２項から第８項までの規定は，第



８項に規定する療養介護計画の変更につ

いて準用する。 

９項に規定する療養介護計画の変更につ

いて準用する。 

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第６１条 略 第６１条 略 

 ２ サービス管理責任者は，業務を行うに

当たっては，利用者の自己決定の尊重を

原則とした上で，利用者が自ら意思を決

定することに困難を抱える場合には，適

切に利用者への意思決定の支援が行われ

るよう努めなければならない。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第８０条  指定生活介護の事業を行う者

（ 以 下 「 指 定 生 活 介 護 事 業 者 」 と い

う。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定生活介護事業所」という。）に置

くべき従業者及びその員数は，次のとお

りとする。 

第８０条  指定生活介護の事業を行う者

（ 以 下 「 指 定 生 活 介 護 事 業 者 」 と い

う。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定生活介護事業所」という。）に置

くべき従業者及びその員数は，次のとお

りとする。 

(1)  略 (1)  略 

(2) 看護職員（保健師又は看護師若しく

は准看護師をいう。以下この章，第８

章，第９章及び第１５章において同

じ。），理学療法士又は作業療法士及

び生活支援員 次に掲げる基準 

(2) 看護職員（保健師又は看護師若しく

は准看護師をいう。以下この章，第８

章，第９章及び第１５章において同

じ。），理学療法士，作業療法士又は

言語聴覚士及び生活支援員  次に掲げ

る基準 

  ア 看護職員，理学療法士又は作業療

法士及び生活支援員の総数は，指定

生活介護の単位ごとに，常勤換算方

法で，(ｱ) から(ｳ) までに掲げる平

均障害支援区分（市長が定めるとこ

ろにより算定した障害支援区分の平

均値をいう。以下同じ。）に応じ，

それぞれ(ｱ) から(ｳ) までに掲げる

数とする。 

  ア 看護職員，理学療法士，作業療法

士又は言語聴覚士及び生活支援員の

総数は，指定生活介護の単位ごと

に ， 常 勤 換 算 方 法 で ， ( ｱ )  か ら 

(ｳ) までに掲げる平均障害支援区分

（市長が定めるところにより算定し

た障害支援区分の平均値をいう。以

下同じ。）に応じ，それぞれ(ｱ) から 

(ｳ) までに掲げる数とする。 

   (ｱ) ～(ｳ)  略    (ｱ) ～(ｳ)  略 

イ 略 イ 略 

ウ  理学療法士又は作業療法士の数

は，利用者に対して日常生活を営む

のに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う場合は，指定生活介

護の単位ごとに，当該訓練を行うた

ウ  理学療法士，作業療法士又は言語

聴覚士の数は，利用者に対して日常

生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う場合は，

指定生活介護の単位ごとに，当該訓



めに必要な数とする。 練を行うために必要な数とする。 

エ 略 エ 略 

(3)  略 (3)  略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療

法士を確保することが困難な場合には，

これらの者に代えて，日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う能力を有する看護師その他の者

を機能訓練指導員として置くことができ

る。 

４ 第１項第２号の理学療法士，作業療法

士又は言語聴覚士を確保することが困難

な場合には，これらの者に代えて，日常

生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護

師その他の者を機能訓練指導員として置

くことができる。 

５～７ 略 ５～７ 略 

（職場への定着のための支援等の実施） （職場への定着のための支援等の実施） 

第８７条の２ 指定生活介護事業者は，障

害者の職場への定着を促進するため，当

該指定生活介護事業者が提供する指定生

活介護を受けて通常の事業所に新たに雇

用された障害者について，障害者就業・

生活支援センター等の関係機関と連携し

て，当該障害者が就職した日から６月以

上，職業生活における相談等の支援の継

続に努めなければならない。 

第８７条の２ 指定生活介護事業者は，障

害者の職場への定着を促進するため，当

該指定生活介護事業者が提供する指定生

活介護を受けて通常の事業所に新たに雇

用された障害者について，障害者就業・

生活支援センター（障害者の雇用の促進

等に関する法律（昭和３５年法律第１２

３号）第２７条第２項に規定する障害者

就業・生活支援センターをいう。以下同

じ。）等の関係機関と連携して，当該障

害者が就職した日から６月以上，職業生

活における相談等の支援の継続に努めな

ければならない。 

２ 略 ２ 略 

（共生型生活介護の事業を行う指定小規模

多機能型居宅介護事業者等の基準） 

（共生型生活介護の事業を行う指定小規模

多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第９５条の４ 共生型生活介護の事業を行

う指定小規模多機能型居宅介護事業者

（指定地域密着型サービス基準第６３条

第１項に規定する指定小規模多機能型居

宅介護事業者をいう。），指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者（指定地域密

着型サービス基準第１７１条第１項に規

定する指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。）又は指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者（指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員，設

第９５条の４ 共生型生活介護の事業を行

う指定小規模多機能型居宅介護事業者

（指定地域密着型サービス基準第６３条

第１項に規定する指定小規模多機能型居

宅介護事業者をいう。），指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者（指定地域密

着型サービス基準第１７１条第１項に規

定する指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。）又は指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者（指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員，設



備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準（平成１８

年厚生労働省令第３６号。以下「指定地

域密着型介護予防サービス基準」とい

う。）第４４条第１項に規定する指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業者を

いう。以下同じ。）（以下「指定小規模

多機能型居宅介護事業者等」という。）

が当該事業に関して満たすべき基準は，

次のとおりとする。 

備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準（平成１８

年厚生労働省令第３６号。以下「指定地

域密着型介護予防サービス基準」とい

う。）第４４条第１項に規定する指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業者を

いう。以下同じ。）（以下「指定小規模

多機能型居宅介護事業者等」という。）

が当該事業に関して満たすべき基準は，

次のとおりとする。 

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

（指定地域密着型サービス基準第６３条

第１項に規定する指定小規模多機能型居

宅介護事業所をいう。），指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型サービス基準第１７１条第１項に規

定する指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所をいう。）又は指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型介護予防サービス基準第４４条第１

項に規定する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）

（以下「指定小規模多機能型居宅介護事

業所等」という。）の登録定員（当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所等の登

録者（指定地域密着型サービス基準第６

３条第１項若しくは第１７１条第１項又

は指定地域密着型介護予防サービス基準

第４４条第１項に規定する登録者をい

う。以下同じ。）の数と共生型生活介

護，共生型自立訓練（機能訓練）（第１

３１条の２に規定する共生型自立訓練

（機能訓練）をいう。）若しくは共生型

自立訓練（生活訓練）（第１４２条の２

に規定する共生型自立訓練（生活訓練）

をいう。）又は共生型児童発達支援（指

定通所支援基準第５４条の２に規定する

共生型児童発達支援をいう。）若しくは

共生型放課後等デイサービス（指定通所

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

（指定地域密着型サービス基準第６３条

第１項に規定する指定小規模多機能型居

宅介護事業所をいう。），指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型サービス基準第１７１条第１項に規

定する指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所をいう。）又は指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型介護予防サービス基準第４４条第１

項に規定する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）

（以下「指定小規模多機能型居宅介護事

業所等」という。）の登録定員（当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所等の登

録者（指定地域密着型サービス基準第６

３条第１項若しくは第１７１条第１項又

は指定地域密着型介護予防サービス基準

第４４条第１項に規定する登録者をい

う。以下同じ。）の数と共生型生活介

護，共生型自立訓練（機能訓練）（第１

３１条の２に規定する共生型自立訓練

（機能訓練）をいう。）若しくは共生型

自立訓練（生活訓練）（第１４２条の２

に規定する共生型自立訓練（生活訓練）

をいう。）又は共生型児童発達支援（指

定通所支援基準第５４条の２に規定する

共生型児童発達支援をいう。）若しくは

共生型放課後等デイサービス（指定通所



支援基準第７１条の２に規定する共生型

放課後等デイサービスをいう。）（以下

「共生型通いサービス」という。）を利

用するために当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等に登録を受けた障害者及

び障害児の数の合計数の上限をいう。以

下この条，第１３１条の３及び第１４２

条の３において同じ。）を２９人（サテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所（指定地域密着型サービス基準第６

３条第７項に規定するサテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。），サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所（指定地域密着型

サービス基準第１７１条第８項に規定す

るサテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所をいう。）又はサテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所（指定地域密着型介護予防サー

ビス基準第４４条第７項に規定するサテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所をいう。第９７条において

同じ。）（以下「サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所等」とい

う。）にあっては，１８人）以下とする

こと。 

支援基準第７１条の２に規定する共生型

放課後等デイサービスをいう。）（以下

「共生型通いサービス」という。）を利

用するために当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等に登録を受けた障害者及

び障害児の数の合計数の上限をいう。以

下この条，第１３１条の４及び第１４２

条の３において同じ。）を２９人（サテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所（指定地域密着型サービス基準第６

３条第７項に規定するサテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。），サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所（指定地域密着型

サービス基準第１７１条第８項に規定す

るサテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所をいう。）又はサテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所（指定地域密着型介護予防サー

ビス基準第４４条第７項に規定するサテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所をいう。第９７条において

同じ。）（以下「サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所等」とい

う。）にあっては，１８人）以下とする

こと。 

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

等が提供する指定小規模多機能型居宅

介護（指定地域密着型サービス基準第

６２条に規定する指定小規模多機能型

居宅介護をいう。），指定看護小規模

多機能型居宅介護（指定地域密着型サ

ービス基準第１７０条に規定する指定

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 を い

う。）又は指定介護予防小規模多機能

型居宅介護（指定地域密着型介護予防

サービス基準第４３条に規定する指定

介護予防小規模多機能型居宅介護をい

う。以下同じ。）（以下「指定小規模

多機能型居宅介護等」という。）のう

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

等が提供する指定小規模多機能型居宅

介護（指定地域密着型サービス基準第

６２条に規定する指定小規模多機能型

居宅介護をいう。），指定看護小規模

多機能型居宅介護（指定地域密着型サ

ービス基準第１７０条に規定する指定

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 を い

う。）又は指定介護予防小規模多機能

型居宅介護（指定地域密着型介護予防

サービス基準第４３条に規定する指定

介護予防小規模多機能型居宅介護をい

う。以下同じ。）（以下「指定小規模

多機能型居宅介護等」という。）のう



ち通いサービス（指定地域密着型サー

ビス基準第６３条第１項若しくは第１

７１条第１項又は指定地域密着型介護

予防サービス基準第４４条第１項に規

定する通いサービスをいう。以下同

じ。）の利用定員（当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所等の通いサービ

スの利用者の数と共生型通いサービス

を受ける障害者及び障害児の数の合計

数の１日当たりの上限をいう。以下こ

の条，第１３１条の３及び第１４２条

の３において同じ。）を登録定員の２

分の１から１５人（登録定員が２５人

を超える指定小規模多機能型居宅介護

事業所等にあっては，登録定員に応じ

て，次の表に定める利用定員，サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所等にあっては，１２人）までの範

囲内とすること。 

ち通いサービス（指定地域密着型サー

ビス基準第６３条第１項若しくは第１

７１条第１項又は指定地域密着型介護

予防サービス基準第４４条第１項に規

定する通いサービスをいう。以下同

じ。）の利用定員（当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所等の通いサービ

スの利用者の数と共生型通いサービス

を受ける障害者及び障害児の数の合計

数の１日当たりの上限をいう。以下こ

の条，第１３１条の４及び第１４２条

の３において同じ。）を登録定員の２

分の１から１５人（登録定員が２５人

を超える指定小規模多機能型居宅介護

事業所等にあっては，登録定員に応じ

て，次の表に定める利用定員，サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所等にあっては，１２人）までの範

囲内とすること。 

  略    略  

(3) ～(5)  略 (3) ～(5)  略 

（指定短期入所の取扱方針） （指定短期入所の取扱方針） 

第１０６条 略 第１０６条 略 

 ２ 指定短期入所事業者は，利用者が自立

した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう，利用者の意思決定の支援に

配慮しなければならない。 

２・３ 略 ３・４ 略 

 （指定重度障害者等包括支援の取扱方

針） 

 （指定重度障害者等包括支援の取扱方

針） 

第１２０条 略 第１２０条 略 

 ２ 指定重度障害者等包括支援事業者は，

利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう，利用者の意思

決定の支援に配慮しなければならない。 

２・３ 略 ３・４ 略 

（重度障害者等包括支援計画の作成） （重度障害者等包括支援計画の作成） 

第１２１条 略 第１２１条 略 

２ サービス提供責任者は，重度障害者等 ２ サービス提供責任者は，重度障害者等



包括支援計画を作成した際は，利用者及

びその同居の家族にその内容を説明する

とともに，当該重度障害者等包括支援計

画を交付しなければならない。 

包括支援計画を作成した際は，利用者及

びその同居の家族にその内容を説明する

とともに，当該重度障害者等包括支援計

画を利用者及びその同居の家族並びに指

定特定相談支援事業者等に交付しなけれ

ばならない。 

３・４ 略 ３・４ 略 

（準用） （準用） 

第１２３条 第１０条から第２２条まで，

第２４条，第２９条，第３０条，第３４

条（第１項及び第２項を除く。）から第

４３条まで及び第６８条の規定は，指定

重度障害者等包括支援の事業について準

用する。この場合において，第１０条第

１項中「第３２条」とあるのは「第１２

２条」と，第２１条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第１２３条において準

用する次条第１項」と，第２４条第２項

中「第２２条第２項」とあるのは「第１

２３条において準用する第２２条第２

項」と読み替えるものとする。 

第１２３条 第１０条から第２２条まで，

第２４条，第２９条から第３０条，第３

１条第４項，第３４条（第１項及び第２

項を除く。）から第４３条まで及び第６

８条の規定は，指定重度障害者等包括支

援の事業について準用する。この場合に

おいて，第１０条第１項中「第３２条」

とあるのは「第１２２条」と，第２１条

第２項中「次条第１項」とあるのは「第

１２３条において準用する次条第１項」

と，第２４条第２項中「第２２条第２

項」とあるのは「第１２３条において準

用する第２２条第２項」と読み替えるも

のとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１２５条 指定自立訓練（機能訓練）の

事業を行う者（以下「指定自立訓練（機

能訓練）事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定自立訓練（機

能訓練）事業所」という。）に置くべき

従業者及びその員数は，次のとおりとす

る。 

第１２５条 指定自立訓練（機能訓練）の

事業を行う者（以下「指定自立訓練（機

能訓練）事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定自立訓練（機

能訓練）事業所」という。）に置くべき

従業者及びその員数は，次のとおりとす

る。 

(1) 看護職員，理学療法士又は作業療法

士及び生活支援員 次に掲げる基準 

(1) 看護職員，理学療法士，作業療法士

又は言語聴覚士及び生活支援員 次に掲

げる基準 

ア 看護職員，理学療法士又は作業療法

士及び生活支援員の総数は，指定自立

訓練（機能訓練）事業所ごとに，常勤

換算方法で，利用者の数を６で除した

数以上とする。 

ア 看護職員，理学療法士，作業療法士

又は言語聴覚士及び生活支援員の総数

は，指定自立訓練（機能訓練）事業所

ごとに，常勤換算方法で，利用者の数

を６で除した数以上とする。 

イ 略 イ 略 

ウ  理学療法士又は作業療法士の数 ウ  理学療法士，作業療法士又は言語



は，指定自立訓練（機能訓練）事業

所ごとに，１以上とする。 

聴覚士の数は，指定自立訓練（機能

訓練）事業所ごとに，１以上とす

る。 

エ 略 エ 略 

(2)  略 (2)  略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 第１項第１号の理学療法士又は作業療

法士を確保することが困難な場合には，

これらの者に代えて，日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う能力を有する看護師その他の者

を機能訓練指導員として置くことができ

る。 

４ 第１項第１号の理学療法士，作業療法

士又は言語聴覚士を確保することが困難

な場合には，これらの者に代えて，日常

生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護

師その他の者を機能訓練指導員として置

くことができる。 

５～８ 略 ５～８ 略 

（準用） （準用） 

第１３１条 第１０条から第２１条まで，

第２３条，第２４条，第２９条，第３４

条の２，第３６条の２から第４２条ま

で，第５９条から第６２条まで，第６８

条，第７０条から第７２条まで，第７６

条，第７７条及び第８７条の２から第９

４条までの規定は，指定自立訓練（機能

訓練）の事業について準用する。この場

合において，第１０条第１項中「第３２

条」とあるのは「第１３１条において準

用する第９１条」と，第２１条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第１２８条

第１項」と，第２４条第２項中「第２２

条第２項」とあるのは「第１２８条第２

項」と，第５９条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第１３１条において準

用する次条第１項」と，「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）

計画」と，第６０条中「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練（機能訓練）計

画」と，同条第８項中「６月」とあるの

は「３月」と，第６１条中「前条」とあ

るのは「第１３１条において準用する前

条」と，第７７条第２項第１号中「第６

０条」とあるのは「第１３１条において

第１３１条 第１０条から第２１条まで，

第２３条，第２４条，第２９条，第３４

条の２，第３６条の２から第４２条ま

で，第５９条から第６２条まで，第６８

条，第７０条から第７２条まで，第７６

条，第７７条及び第８７条の２から第９

４条までの規定は，指定自立訓練（機能

訓練）の事業について準用する。この場

合において，第１０条第１項中「第３２

条」とあるのは「第１３１条において準

用する第９１条」と，第２１条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第１２８条

第１項」と，第２４条第２項中「第２２

条第２項」とあるのは「第１２８条第２

項」と，第５９条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第１３１条において準

用する次条第１項」と，「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）

計画」と，第６０条中「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練（機能訓練）計

画」と，同条第９項中「６月」とあるの

は「３月」と，第６１条中「前条」とあ

るのは「第１３１条において準用する前

条」と，第７７条第２項第１号中「第６

０条」とあるのは「第１３１条において



準用する第６０条」と，「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）

計画」と，同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第１３１条において準

用する第２０条第１項」と，同項第３号

中「第６７条」とあるのは「第１３１条

において準用する第９０条」と，同項第

４号から第６号まで中「次条」とあるの

は「第１３１条」と，第９１条中「第９

４条第１項」とあるのは「第１３１条に

おいて準用する第９４条第１項」と，第

９４条第１項中「前条」とあるのは「第

１３１条において準用する前条」と読み

替えるものとする。 

準用する第６０条」と，「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）

計画」と，同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第１３１条において準

用する第２０条第１項」と，同項第３号

中「第６７条」とあるのは「第１３１条

において準用する第９０条」と，同項第

４号から第６号まで中「次条」とあるの

は「第１３１条」と，第９１条中「第９

４条第１項」とあるのは「第１３１条に

おいて準用する第９４条第１項」と，第

９４条第１項中「前条」とあるのは「第

１３１条において準用する前条」と読み

替えるものとする。 

 （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を

行う指定通所介護事業者等の基準） 

 （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を

行う指定通所介護事業者等の基準） 

第１３１条の２ 略 第１３１条の２ 略 

 （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行

う指定通所リハビリテーション事業者の基

準） 

 第１３１条の３ 共生型自立訓練（機能訓

練）の事業を行う指定通所リハビリテー

ション事業者（指定居宅サービス等基準

第１１１条第１項に規定する指定通所リ

ハビリテーション事業者をいう。以下同

じ。）が当該事業に関して満たすべき基

準は，次のとおりとする。 

 (1) 指定通所リハビリテーション事業所

（指定居宅サービス等基準第１１１条第

１項に規定する指定通所リハビリテーシ

ョン事業所をいう。以下同じ。）の専用

の部屋等の面積（当該指定通所リハビリ

テーション事業所が介護老人保健施設

（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第２８項に規定する介護老人

保健施設をいう。）又は介護医療院（同

条第２９項に規定する介護医療院をい

う。）である場合にあっては，当該専用

の部屋等の面積に利用者用に確保されて

いる食堂（リハビリテーションに供用さ



れるものに限る。）の面積を加えるもの

とする。第１３２条第２号において同

じ。）を，指定通所リハビリテーション

（指定居宅サービス等基準第１１０条に

規定する指定通所リハビリテーションを

いう。以下同じ。）の利用者の数と共生

型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の

合計数で除して得た面積が３平方メート

ル以上であること。 

 (2) 指定通所リハビリテーション事業所

の従業者の員数が，当該指定通所リハビ

リテーション事業所が提供する指定通所

リハビリテーションの利用者の数を指定

通所リハビリテーションの利用者の数及

び共生型自立訓練（機能訓練）の利用者

の数の合計数であるとした場合における

当該指定通所リハビリテーション事業所

として必要とされる数以上であること。 

 (3) 共生型自立訓練（機能訓練）の利用

者に対して適切なサービスを提供するた

め，指定自立訓練（機能訓練）事業所そ

の他の関係施設から必要な技術的支援を

受けていること。 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を

行う指定小規模多機能型居宅介護事業者

等の基準） 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を

行う指定小規模多機能型居宅介護事業者

等の基準） 

第１３１条の３ 略 第１３１条の４ 略 

（準用） （準用） 

第１３１条の４ 略 第１３１条の５ 略 

 （基準該当自立訓練（機能訓練）の基

準） 

 （基準該当自立訓練（機能訓練）の基

準） 

第１３２条 自立訓練（機能訓練）に係る

基準該当障害福祉サービス（第２０８条

に規定する特定基準該当自立訓練（機能

訓練）を除く。以下この節において「基

準 該 当 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 」 と い

う。）の事業を行う者が当該事業に関し

て満たすべき基準は，次のとおりとす

る。 

第１３２条 自立訓練（機能訓練）に係る

基準該当障害福祉サービス（第１３２条

の３に規定する病院等基準該当自立訓練

（機能訓練）及び第２０８条に規定する

特定基準該当自立訓練（機能訓練）を除

く。以下この節において「基準該当自立

訓練（機能訓練）」という。）の事業を

行う者が当該事業に関して満たすべき基

準は，次のとおりとする。 



(1) 指定通所介護事業者等であって，地

域において自立訓練（機能訓練）が提供

されていないこと等により自立訓練（機

能訓練）を受けることが困難な障害者に

対して指定通所介護等を提供するもので

あること。 

(1) 指定通所介護事業者等又は指定通所

リハビリテーション事業者であって，地

域において自立訓練（機能訓練）が提供

されていないこと等により自立訓練（機

能訓練）を受けることが困難な障害者に

対して指定通所介護等又は指定通所リハ

ビリテーションを提供するものであるこ

と。 

(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機

能訓練室の面積を，指定通所介護等の

利用者の数と基準該当自立訓練（機能

訓練）を受ける利用者の数の合計数で

除して得た面積が３平方メートル以上

であること。 

(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機

能訓練室又は指定通所リハビリテーシ

ョン事業所の専用の部屋等の面積を，

指定通所介護等又は指定通所リハビリ

テーションの利用者の数と基準該当自

立訓練（機能訓練）を受ける利用者の

数の合計数で除して得た面積が３平方

メートル以上であること。 

(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員

数が，当該指定通所介護事業所等が提

供する指定通所介護等の利用者の数を

指定通所介護等の利用者及び基準該当

自立訓練（機能訓練）を受ける利用者

の数の合計数であるとした場合におけ

る当該指定通所介護事業所等として必

要とされる数以上であること。 

(3) 指定通所介護事業所等又は指定通所

リハビリテーション事業所の従業者の

員数が，当該指定通所介護事業所等又

は当該指定通所リハビリテーション事

業所が提供する指定通所介護等又は指

定通所リハビリテーションの利用者の

数を指定通所介護等又は指定通所リハ

ビリテーションの利用者及び基準該当

自立訓練（機能訓練）を受ける利用者

の数の合計数であるとした場合におけ

る当該指定通所介護事業所等又は当該

指定通所リハビリテーション事業所と

して必要とされる数以上であること。 

(4)  略 (4)  略 

 （指定小規模多機能型居宅介護事業所等

に関する特例） 

 （指定小規模多機能型居宅介護事業所等

に関する特例） 

第１３２条の２ 略 第１３２条の２ 略 

 （病院又は診療所における基準該当障害

福祉サービス（自立訓練）に関する基

準） 

 第１３２条の３  地域において自立訓練

（機能訓練）が提供されていないこと等

により自立訓練（機能訓練）を受けるこ

とが困難な障害者に対して病院又は診療



所（以下「病院等基準該当自立訓練（機

能訓練）事業者」という。）が行う自立

訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福

祉サービス（以下この条において「病院

等基準該当自立訓練（機能訓練）」とい

う。）に関して病院等基準該当自立訓練

（機能訓練）事業者が満たすべき基準

は，次のとおりとする。 

 (1) 病院等基準該当自立訓練（機能訓

練）を行う事業所（次号において「病院

等基準該当自立訓練（機能訓練）事業

所」という。）の専用の部屋等の面積

を，病院等基準該当自立訓練（機能訓

練）を受ける利用者の数で除して得た面

積が３平方メートル以上であること。 

 (2) 病院等基準該当自立訓練（機能訓

練）事業所ごとに，管理者及び次のア又

はイに掲げる場合の区分に応じて当該ア

又はイに掲げる基準を満たす人員を配置

していること。 

 ア 利用者の数が１０人以下の場合 専

ら当該病院等基準該当自立訓練（機能

訓練）の提供に当たる理学療法士，作

業療法士若しくは言語聴覚士又は看護

職員若しくは介護職員が１以上確保さ

れていること。 

 イ 利用者の数が１０人を超える場合 

専ら当該病院等基準該当自立訓練（機

能訓練）の提供に当たる理学療法士，

作業療法士若しくは言語聴覚士又は看

護職員若しくは介護職員が，利用者の

数を１０で除した数以上確保されてい

ること。 

 ( 3 )  病院等基準該当自立訓練（機能訓

練）を受ける利用者に対して適切なサー

ビスを提供するため，指定自立訓練（機

能訓練）事業所その他の関係施設から必

要な技術的支援を受けていること。 

（準用） （準用） 

第１４２条 第１０条から第１９条まで， 第１４２条 第１０条から第１９条まで，



第２１条，第２４条，第２９条，第３４

条の２，第３６条の２から第４２条ま

で，第５９条から第６２条まで，第６８

条，第７０条から第７２条まで，第７６

条，第８７条の２から第９４条まで，第

１２９条及び第１３０条の規定は，指定

自立訓練（生活訓練）の事業について準

用する。この場合において，第１０条第

１項中「第３２条」とあるのは「第１４

２条において準用する第９１条」と，第

２１条第２項中「次条第１項から第３項

まで」とあるのは「第１３９条第１項か

ら第４項まで」と，第２４条第２項中

「第２２条第２項」とあるのは「第１３

９条第２項」と，第５９条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第１４２条にお

いて準用する次条第１項」と，「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）

計画」と，同条第８項中「６月」とある

のは「３月」と，第６１条中「前条」と

あるのは「第１４２条において準用する

前条」と，第９１条中「第９４条第１

項」とあるのは「第１４２条において準

用する第９４条第１項」と，第９４条第

１項中「前条」とあるのは「第１４２条

において準用する前条」と読み替えるも

のとする。 

第２１条，第２４条，第２９条，第３４

条の２，第３６条の２から第４２条ま

で，第５９条から第６２条まで，第６８

条，第７０条から第７２条まで，第７６

条，第８７条の２から第９４条まで，第

１２９条及び第１３０条の規定は，指定

自立訓練（生活訓練）の事業について準

用する。この場合において，第１０条第

１項中「第３２条」とあるのは「第１４

２条において準用する第９１条」と，第

２１条第２項中「次条第１項から第３項

まで」とあるのは「第１３９条第１項か

ら第４項まで」と，第２４条第２項中

「第２２条第２項」とあるのは「第１３

９条第２項」と，第５９条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第１４２条にお

いて準用する次条第１項」と，「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）

計画」と，同条第９項中「６月」とある

のは「３月」と，第６１条中「前条」と

あるのは「第１４２条において準用する

前条」と，第９１条中「第９４条第１

項」とあるのは「第１４２条において準

用する第９４条第１項」と，第９４条第

１項中「前条」とあるのは「第１４２条

において準用する前条」と読み替えるも

のとする。 

 （実習の実施）  （実習の実施） 

第１５１条 略 第１５１条 略 

２ 指定就労移行支援事業者は，前項の実

習の受入先の確保に当たっては，公共職

業安定所，障害者就業・生活支援センタ

ー（障害者の雇用の促進等に関する法律

（昭和３５年法律第１２３号）第２７条

第２項に規定する障害者就業・生活支援

センターをいう。以下同じ。）及び特別

支援学校等の関係機関と連携して，利用

者の意向及び適性を踏まえて行うよう努

２ 指定就労移行支援事業者は，前項の実

習の受入先の確保に当たっては，公共職

業安定所，障害者就業・生活支援センタ

ー及び特別支援学校等の関係機関と連携

して，利用者の意向及び適性を踏まえて

行うよう努めなければならない。 



めなければならない。 

（準用） （準用） 

第１５５条 第１０条から第１８条まで，

第２０条，第２１条，第２４条，第２９

条，第３４条の２，第３６条の２から第

４２条まで，第５９条から第６２条ま

で，第６８条，第７０条から第７２条ま

で，第７６条，第７７条，第８６条，第

８７条，第８８条から第９４条まで，第

１２８条，第１２９条及び第１４０条の

規定は，指定就労移行支援の事業につい

て準用する。この場合において，第１０

条第１項中「第３２条」とあるのは「第

１５５条において準用する第９１条」

と，第２１条第２項中「次条第１項」と

あるのは「第１５５条において準用する

第１２８条第１項」と，第２４条第２項

中「第２２条第２項」とあるのは「第１

５５条において準用する第１２８条第２

項」と，第５９条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第１５５条において準

用する次条第１項」と，「療養介護計

画」とあるのは「就労移行支援計画」

と，第６０条中「療養介護計画」とある

のは「就労移行支援計画」と，同条第８

項中「６月」とあるのは「３月」と，第

６１条中「前条」とあるのは「第１５５

条において準用する前条」と，第７７条

第２項第１号中「第６０条」とあるのは

「第１５５条において準用する第６０

条」と，「療養介護計画」とあるのは

「就労移行支援計画」と，同項第２号中

「第５５条第１項」とあるのは「第１５

５条において準用する第２０条第１項」

と，同項第３号中「第６７条」とあるの

は「第１５５条において準用する第９０

条」と，同項第４号から第６号まで中

「次条」とあるのは「第１５５条」と，

第９１条中「第９４条第１項」とあるの

は「第１５５条において準用する第９４

第１５５条 第１０条から第１８条まで，

第２０条，第２１条，第２４条，第２９

条，第３４条の２，第３６条の２から第

４２条まで，第５９条から第６２条ま

で，第６８条，第７０条から第７２条ま

で，第７６条，第７７条，第８６条，第

８７条，第８８条から第９４条まで，第

１２８条，第１２９条及び第１４０条の

規定は，指定就労移行支援の事業につい

て準用する。この場合において，第１０

条第１項中「第３２条」とあるのは「第

１５５条において準用する第９１条」

と，第２１条第２項中「次条第１項」と

あるのは「第１５５条において準用する

第１２８条第１項」と，第２４条第２項

中「第２２条第２項」とあるのは「第１

５５条において準用する第１２８条第２

項」と，第５９条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第１５５条において準

用する次条第１項」と，「療養介護計

画」とあるのは「就労移行支援計画」

と，第６０条中「療養介護計画」とある

のは「就労移行支援計画」と，同条第９

項中「６月」とあるのは「３月」と，第

６１条中「前条」とあるのは「第１５５

条において準用する前条」と，第７７条

第２項第１号中「第６０条」とあるのは

「第１５５条において準用する第６０

条」と，「療養介護計画」とあるのは

「就労移行支援計画」と，同項第２号中

「第５５条第１項」とあるのは「第１５

５条において準用する第２０条第１項」

と，同項第３号中「第６７条」とあるの

は「第１５５条において準用する第９０

条」と，同項第４号から第６号まで中

「次条」とあるのは「第１５５条」と，

第９１条中「第９４条第１項」とあるの

は「第１５５条において準用する第９４



条第１項」と，第９４条第１項中「前

条」とあるのは「第１５５条において準

用する前条」と，第１４０条第１項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を 受 け る 者 及 び 市 長 が 定 め る 者 に 限

る。）が」とあるのは「支給決定障害者

（市長が定める者に限る。以下この項に

おいて同じ。）が」と，同条第２項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を 受 け る 者 及 び 市 長 が 定 め る 者 を 除

く。）の」とあるのは「支給決定障害者

（市長が定める者を除く。）の」と読み

替えるものとする。 

条第１項」と，第９４条第１項中「前

条」とあるのは「第１５５条において準

用する前条」と，第１４０条第１項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を 受 け る 者 及 び 市 長 が 定 め る 者 に 限

る。）が」とあるのは「支給決定障害者

（市長が定める者に限る。以下この項に

おいて同じ。）が」と，同条第２項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を 受 け る 者 及 び 市 長 が 定 め る 者 を 除

く。）の」とあるのは「支給決定障害者

（市長が定める者を除く。）の」と読み

替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第１７３条 第１０条から第１８条まで，

第２０条，第２１条，第２３条，第２４

条，第２９条，第３４条の２，第３６条

の２から第４２条まで，第５９条から第

６２条まで，第６８条，第７０条から第

７２条まで，第７６条，第７７条，第８

６条，第８８条から第９４条まで，第１

２８条，第１２９条及び第１６４条から

第１６６条までの規定は，指定就労継続

支援Ｂ型の事業について準用する。この

場合において，第１０条第１項中「第３

２条」とあるのは「第１７３条において

準用する第９１条」と，第２１条第２項

中「次条第１項」とあるのは「第１７３

条において準用する第１２８条第１項」

と，第２４条第２項中「第２２条第２

項」とあるのは「第１７３条において準

用する第１２８条第２項」と，第５９条

第１項中「次条第１項」とあるのは「第

１７３条において準用する次条第１項」

と，「療養介護計画」とあるのは「就労

継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援

Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあ

るのは「第１７３条において準用する前

条」と，第７７条第２項第１号中「第６

第１７３条 第１０条から第１８条まで，

第２０条，第２１条，第２３条，第２４

条，第２９条，第３４条の２，第３６条

の２から第４２条まで，第５９条から第

６２条まで，第６８条，第７０条から第

７２条まで，第７６条，第７７条，第８

６条，第８８条から第９４条まで，第１

２８条，第１２９条，第１６３条第６項

及び第１６４条から第１６６条までの規

定は，指定就労継続支援Ｂ型の事業につ

いて準用する。この場合において，第１

０条第１項中「第３２条」とあるのは

「第１７３条において準用する第９１

条」と，第２１条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第１７３条において準

用する第１２８条第１項」と，第２４条

第２項中「第２２条第２項」とあるのは

「第１７３条において準用する第１２８

条第２項」と，第５９条第１項中「次条

第１項」とあるのは「第１７３条におい

て準用する次条第１項」と，「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計

画」と，第６０条中「療養介護計画」と

あるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，

第６１条中「前条」とあるのは「第１７

３条において準用する前条」と，第７７



０条」とあるのは「第１７３条において

準用する第６０条」と，「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計

画」と，同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第１７３条において準

用する第２０条第１項」と，同項第３号

中「第６７条」とあるのは「１７３条に

おいて準用する第９０条」と，同項第４

号から第６号まで中「次条」とあるのは

「第１７３条」と，第９１条中「第９４

条第１項」とあるのは「第１７３条にお

いて準用する第９４条第１項」と，第９

４条第１項中「前条」とあるのは「第１

７３条において準用する前条」と，第１

６４条第１項中「第１６８条」とあるの

は「第１７３条」と，「就労継続支援Ａ

型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型

計画」と読み替えるものとする。 

条第２項第１号中「第６０条」とあるの

は「第１７３条において準用する第６０

条」と，「療養介護計画」とあるのは

「就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２

号中「第５５条第１項」とあるのは「第

１７３条において準用する第２０条第１

項」と，同項第３号中「第６７条」とあ

るのは「１７３条において準用する第９

０条」と，同項第４号から第６号まで中

「次条」とあるのは「第１７３条」と，

第９１条中「第９４条第１項」とあるの

は「第１７３条において準用する第９４

条第１項」と，第９４条第１項中「前

条」とあるのは「第１７３条において準

用する前条」と，第１６３条第６項中

「賃金及び第３項に規定する工賃」とあ

るのは「第１７２条第１項の工賃」と，

第１６４条第１項中「第１６８条」とあ

るのは「第１７３条」と，「就労継続支

援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援

Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第１７７条 第１０条から第１３条まで，

第１５条から第１８条まで，第２０条，

第 ２ １ 条 ， 第 ２ ４ 条 （ 第 １ 項 を 除

く。），第２９条，第３４条の２，第３

６条の２から第４２条まで，第５２条，

第５９条から第６２条まで，第７０条，

第７２条，第７６条，第７７条，第８６

条，第８９条，第９０条，第９２条から

第９４条まで，第１２８条（第１項を除

く。），第１２９条，第１６４条から第

１６６条まで及び第１６９条の規定は，

基準該当就労継続支援Ｂ型の事業につい

て準用する。この場合において，第１０

条第１項中「第３２条」とあるのは「第

１７５条」と，第２１条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第１７７条におい

て準用する第１２８条第２項」と，第２

４条第２項中「第２２条第２項」とある

第１７７条 第１０条から第１３条まで，

第１５条から第１８条まで，第２０条，

第 ２ １ 条 ， 第 ２ ４ 条 （ 第 １ 項 を 除

く。），第２９条，第３４条の２，第３

６条の２から第４２条まで，第５２条，

第５９条から第６２条まで，第７０条，

第７２条，第７６条，第７７条，第８６

条，第８９条，第９０条，第９２条から

第９４条まで，第１２８条（第１項を除

く。），第１２９条，第１６３条第６

項，第１６４条から第１６６条まで及び

第１６９条の規定は，基準該当就労継続

支援Ｂ型の事業について準用する。この

場合において，第１０条第１項中「第３

２条」とあるのは「第１７５条」と，第

２１条第２項中「次条第１項」とあるの

は「第１７７条において準用する第１２

８条第２項」と，第２４条第２項中「第



のは「第１７７条において準用する第１

２８条第２項」と，第５９条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第１７７条

において準用する次条第１項」と，「療

養介護計画」とあるのは「基準該当就労

継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療

養介護計画」とあるのは「基準該当就労

継続支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前

条」とあるのは「第１７７条において準

用する前条」と，第７７条第２項第１号

中「第６０条」とあるのは「第１７７条

において準用する第６０条」と，「療養

介護計画」とあるのは「基準該当就労継

続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第

５５条第１項」とあるのは「第１７７条

において準用する第２０条第１項」と，

同項第３号中「第６７条」とあるのは

「第１７７条において準用する第９０

条」と，同項第４号から第６号まで中

「次条」とあるのは「第１７７条」と，

第９４条第１項中「前条」とあるのは

「第１７７条において準用する前条」

と，第１６４条第１項中「第１６８条」

とあるのは「第１７７条」と，「就労継

続支援Ａ型計画」とあるのは「基準該当

就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるも

のとする。 

２２条第２項」とあるのは「第１７７条

において準用する第１２８条第２項」

と，第５９条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第１７７条において準用する

次条第１項」と，「療養介護計画」とあ

るのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計

画」と，第６０条中「療養介護計画」と

あるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計

画」と，第６１条中「前条」とあるのは

「第１７７条において準用する前条」

と，第７７条第２項第１号中「第６０

条」とあるのは「第１７７条において準

用する第６０条」と，「療養介護計画」

とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型

計画」と，同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第１７７条において準

用する第２０条第１項」と，同項第３号

中「第６７条」とあるのは「第１７７条

において準用する第９０条」と，同項第

４号から第６号まで中「次条」とあるの

は「第１７７条」と，第９４条第１項中

「前条」とあるのは「第１７７条におい

て準用する前条」と，第１６３条第６項

中「賃金及び第３項に規定する工賃」と

あるのは「第１７６条第１項の工賃」

と，第１６４条第１項中「第１６８条」

とあるのは「第１７７条」と，「就労継

続支援Ａ型計画」とあるのは「基準該当

就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるも

のとする。 

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第１７７条の６ 略 第１７７条の６ 略 

 ２ サービス管理責任者は，業務を行うに

当たっては，利用者の自己決定の尊重を

原則とした上で，利用者が自ら意思を決

定することに困難を抱える場合には，適

切に利用者への意思決定の支援が行われ

るよう努めなければならない。 

（実施主体） （実施主体） 

第１７７条の７ 指定就労定着支援事業者 第１７７条の７ 指定就労定着支援事業者



は，過去３年間において平均一人以上，

通常の事業所に新たに障害者を雇用させ

ている生活介護等に係る指定障害福祉サ

ービス事業者でなければならない。 

は，生活介護等に係る指定障害福祉サー

ビス事業者であって，過去３年以内に当

該事業者の事業所の３人以上の利用者が

新たに通常の事業所に雇用されたもの又

は障害者就業・生活支援センターでなけ

ればならない。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１７７条の１４ 指定自立生活援助の事

業を行う者（以下「指定自立生活援助事

業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定自立生活援助事業所」と

いう。）に置くべき従業者及びその員数

は，次のとおりとする。 

第１７７条の１４ 指定自立生活援助の事

業を行う者（以下「指定自立生活援助事

業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定自立生活援助事業所」と

いう。）に置くべき従業者及びその員数

は，次のとおりとする。 

(1)  略 (1)  略 

(2) サービス管理責任者  指定自立生活

援助事業所ごとに，ア又はイに掲げる

利用者の数の区分に応じ，それぞれア

又はイに掲げる数 

(2) サービス管理責任者  指定自立生活

援助事業所ごとに，ア又はイに掲げる利

用者の数の区分に応じ，それぞれア又は

イに掲げる数 

  ア 利用者の数が３０以下 １以上 ア サービス管理責任者が常勤である場

合 次の(ｱ) 又は(ｲ) に掲げる利用者

の数の区分に応じ，それぞれ(ｱ) 又は

(ｲ) に掲げる数 

 (ｱ) 利用者の数が６０以下 １以上 

 (ｲ) 利用者の数が６１以上 １に，利

用者の数が６０を超えて６０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た

数以上 

  イ 利用者の数が３１以上 １に，利

用者の数が３０を超えて３０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た

数以上 

イ ア以外の場合 次の(ｱ) 又は(ｲ) に

掲げる利用者の数の区分に応じ，それ

ぞれ(ｱ) 又は(ｲ) に掲げる数 

 (ｱ) 利用者の数が３０以下 １以上 

 (ｲ) 利用者の数が３１以上 １に，利

用者の数が３０を超えて３０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た

数以上 

２ 略 ２ 略 

 ３ 指定自立生活援助事業者が指定地域移

行支援事業者（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に



基づく指定地域相談支援の事業の人員及

び運営に関する基準（平成２４年厚生労

働省令第２７号。以下この条において

「指定地域相談支援基準」という。）第

２条第３項に規定する指定地域移行支援

事業者をいう。）の指定を併せて受け，

かつ，指定自立生活援助の事業と指定地

域移行支援（指定地域相談支援基準第１

条第１１号に規定する指定地域移行支援

をいう。）の事業を同一の事業所におい

て一体的に運営している場合にあって

は，指定地域相談支援基準第３条の規定

により当該事業所に配置された相談支援

専門員（同条第２項に規定する相談支援

専門員をいう。以下同じ。）を第１項第

２号の規定により置くべきサービス管理

責任者とみなすことができる。 

 ４ 指定自立生活援助事業者が指定地域定

着支援事業者（指定地域相談支援基準第

３９条第３項に規定する指定地域定着支

援事業者をいう。）の指定を併せて受

け，かつ，指定自立生活援助の事業と指

定地域定着支援（指定地域相談支援基準

第１条第１２号に規定する指定地域定着

支援をいう。）の事業を同一の事業所に

おいて一体的に運営している場合にあっ

ては，指定地域相談支援基準第４０条に

おいて準用する指定地域相談支援基準第

３条の規定により当該事業所に配置され

た相談支援専門員を第１項第２号の規定

により置くべきサービス管理責任者とみ

なすことができる。 

３・４ 略 ５・６ 略 

（実施主体）  

第１７７条の１７ 指定自立生活援助事業

者は，指定障害福祉サービス事業者（居

宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動

援護，宿泊型自立訓練又は共同生活援助

の事業を行う者に限る。），指定障害者

支援施設又は指定相談支援事業者（法第

第１７７条の１７ 削除 



５１条の２２第１項に規定する指定相談

支援事業者をいう。）でなければならな

い。 

（定期的な訪問による支援） （定期的な訪問等による支援） 

第１７７条の１８ 指定自立生活援助事業

者は，おおむね週に１回以上，利用者の

居宅を訪問することにより，当該利用者

の心身の状況，その置かれている環境及

び日常生活全般の状況等の把握を行い，

必要な情報の提供及び助言並びに相談，

指定障害福祉サービス事業者等，医療機

関等との連絡調整その他の障害者が地域

における自立した日常生活又は社会生活

を営むために必要な援助を行わなければ

ならない。 

第１７７条の１８ 指定自立生活援助事業

者は，定期的に利用者の居宅を訪問する

ことにより，又はテレビ電話装置等を活

用して，当該利用者の心身の状況，その

置かれている環境及び日常生活全般の状

況等の把握を行い，必要な情報の提供及

び助言並びに相談，指定障害福祉サービ

ス事業者等，医療機関等との連絡調整そ

の他の障害者が地域における自立した日

常生活又は社会生活を営むために必要な

援助を行わなければならない。 

（準用） （準用） 

第１７７条の２０ 第１０条から第２４条

まで，第３０条，第３４条から第３６条

まで，第３７条から第４２条まで，第５

９条，第６０条，第６２条，第６８条，

第１７７条の６，第１７７条の１０及び

第１７７条の１１の規定は，指定自立生

活援助の事業について準用する。この場

合において，第１０条第１項中「第３２

条」とあるのは「第１７７条の２０にお

いて準用する第１７７条の１０」と，第

２１条第２項中「次条第１項」とあるの

は「第１７７条の２０において準用する

次条第１項」と，第６０条中「療養介護

計画」とあるのは「自立生活援助計画」

と，同条第８項中「６月」とあるのは

「３月」と読み替えるものとする。 

第１７７条の２０ 第１０条から第２４条

まで，第３０条，第３４条から第３６条

まで，第３７条から第４２条まで，第５

９条，第６０条，第６２条，第６８条，

第１７７条の６，第１７７条の１０及び

第１７７条の１１の規定は，指定自立生

活援助の事業について準用する。この場

合において，第１０条第１項中「第３２

条」とあるのは「第１７７条の２０にお

いて準用する第１７７条の１０」と，第

２１条第２項中「次条第１項」とあるの

は「第１７７条の２０において準用する

次条第１項」と，第５９条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第１７７条の２

０において準用する次条第１項」と，

「療養介護計画」とあるのは「自立生活

援助計画」と，第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「自立生活援助計画」

と，同条第９項中「６月」とあるのは

「３月」と読み替えるものとする。 

第１７８条 共同生活援助に係る指定障害

福祉サービス（以下「指定共同生活援

助」という。）の事業は，利用者が地域

において共同して自立した日常生活又は

第１７８条 共同生活援助に係る指定障害

福祉サービス（以下「指定共同生活援

助」という。）の事業は，利用者が地域

において共同して自立した日常生活又は



社会生活を営むことができるよう，当該

利用者の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じて共同生活住居

において相談，入浴，排せつ又は食事の

介護その他の日常生活上の援助を適切

に，かつ，効果的に行うものでなければ

ならない。 

社会生活を営むことができるよう，当該

利用者の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じて共同生活住居

において相談，入浴，排せつ若しくは食

事の介護その他の日常生活上の援助を適

切かつ効果的に行い，又はこれに併せ

て，居宅における自立した日常生活への

移行を希望する入居者につき当該日常生

活への移行及び移行後の定着に関する相

談，住居の確保に係る援助その他居宅に

おける自立した日常生活への移行及び移

行後の定着に必要な援助を適切かつ効果

的に行うものでなければならない。 

（入退居） （入退居） 

第１８２条 略 第１８２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 指定共同生活援助事業者は，利用者の

退居の際は，利用者の希望を踏まえた上

で，退居後の生活環境や援助の継続性に

配慮し，退居に必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は，利用者の

退居の際は，利用者の希望を踏まえた上

で，退居後の生活環境や援助の継続性に

配慮し，退居に必要な援助を行い，又は

これに併せて居宅における自立した日常

生活への移行後の定着に必要な援助を行

わなければならない。 

４ 略 ４ 略 

（指定共同生活援助の取扱方針） （指定共同生活援助の取扱方針） 

第１８５条 略 第１８５条 略 

 ２ 指定共同生活援助事業者は，利用者が

自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう，利用者の意思決定の支

援に配慮しなければならない。 

２～４ 略 ３～５ 略 

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第１８６条 略 第１８６条 略 

 ２ サービス管理責任者は，業務を行うに

当たっては，利用者の自己決定の尊重を

原則とした上で，利用者が自ら意思を決

定することに困難を抱える場合には，適

切に利用者への意思決定の支援が行われ

るよう努めなければならない。 

 （地域との連携等） 



 第１８６条の２ 指定共同生活援助事業者

は，指定共同生活援助の提供に当たって

は，地域住民又はその自発的な活動等と

の連携及び協力を行う等の地域との交流

を図らなければならない。 

 ２ 指定共同生活援助事業者は，指定共同

生活援助の提供に当たっては，利用者及

びその家族，地域住民の代表者，共同生

活援助について知見を有する者並びに市

町村の担当者等により構成される協議会

（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。以下この条及び第

１９４条の１０において「地域連携推進

会議」という。）を開催し，おおむね１

年に１回以上，地域連携推進会議におい

て，事業の運営に係る状況を報告すると

ともに，必要な要望，助言等を聴く機会

を設けなければならない。 

 ３ 指定共同生活援助事業者は，地域連携

推進会議の開催のほか，おおむね１年に

１回以上，当該地域連携推進会議の構成

員が指定共同生活援助事業所を見学する

機会を設けなければならない。 

 ４ 指定共同生活援助事業者は，第２項の

報告，要望，助言等についての記録を作

成するとともに，当該記録を公表しなけ

ればならない。 

 ５ 前３項の規定は，指定共同生活援助事

業者がその提供する指定共同生活援助の

質に係る外部の者による評価及び当該評

価の実施状況の公表又はこれに準ずる措

置として市長が定めるものを講じている

場合には，適用しない。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第１９３条 略 第１９３条 略 

２ 略 ２ 略 

 ３ 指定共同生活援助事業者は，感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年法律第１１４号）

第６条第１７項に規定する第二種協定指



定医療機関（次項において「第二種協定

指定医療機関」という。）との間で，新

興感染症（同条第７項に規定する新型イ

ンフルエンザ等感染症，同条第８項に規

定する指定感染症又は同条第９項に規定

する新感染症をいう。次項において同

じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。 

 ４ 指定共同生活援助事業者は，協力医療

機関が第二種協定指定医療機関である場

合においては，当該第二種協定指定医療

機関との間で，新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならな

い。 

（準用） （準用） 

第１９４条 第１０条，第１２条，第１３

条，第１５条から第１８条まで，第２１

条，第２４条，第２９条，第３４条の

２，第３６条の２から第４２条まで，第

５５条，第６０条，第６２条，第６８

条，第７２条，第７６条，第７７条，第

９０条，第９２条，第９４条及び第１４

０条の規定は，指定共同生活援助の事業

について準用する。この場合において，

第１０条第１項中「第３２条」とあるの

は「第１８９条」と，第２１条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第１８４条

第１項」と，第２４条第２項中「第２２

条第２項」とあるのは「第１８４条第２

項」と，第６０条中「療養介護計画」と

あるのは「共同生活援助計画」と，第７

７条第２項第１号中「第６０条」とある

のは「第１９４条において準用する第６

０条」と，「療養介護計画」とあるのは

「共同生活援助計画」と，同項第２号中

「第５５条第１項」とあるのは「第１９

４条において準用する第５５条第１項」

と，同項第３号中「第６７条」とあるの

は「第１９４条において準用する第９０

条」と，同項第４号から第６号まで中

第１９４条 第１０条，第１２条，第１３

条，第１５条から第１８条まで，第２１

条，第２４条，第２９条，第３４条の

２，第３６条の２から第４２条まで，第

５５条，第６０条，第６２条，第６８

条，第７２条，第７７条，第９０条，第

９２条，第９４条及び第１４０条の規定

は，指定共同生活援助の事業について準

用する。この場合において，第１０条第

１項中「第３２条」とあるのは「第１８

９条」と，第２１条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第１８４条第１項」

と，第２４条第２項中「第２２条第２

項」とあるのは「第１８４条第２項」

と，第６０条中「療養介護計画」とある

のは「共同生活援助計画」と，第７７条

第２項第１号中「第６０条」とあるのは

「第１９４条において準用する第６０

条」と，「療養介護計画」とあるのは

「共同生活援助計画」と，同項第２号中

「第５５条第１項」とあるのは「第１９

４条において準用する第５５条第１項」

と，同項第３号中「第６７条」とあるの

は「第１９４条において準用する第９０

条」と，同項第４号から第６号まで中



「次条」とあるのは「第１９４条」と，

第９４条第１項中「前条の協力医療機

関」とあるのは「第１９３条第１項の協

力医療機関及び同条第２項の協力歯科医

療機関」と，第１４０条第１項中「支給

決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び市長が定める者に限る。）」と

あるのは「支給決定障害者（入居前の体

験的な指定共同生活援助を受けている者

を除く。）」と，同条第２項中「支給決

定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける

者及び市長が定める者を除く。）」とあ

るのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な指定共同生活援助を受けている者に

限る。）」と読み替えるものとする。 

「次条」とあるのは「第１９４条」と，

第９４条第１項中「前条の協力医療機

関」とあるのは「第１９３条第１項の協

力医療機関及び同条第２項の協力歯科医

療機関」と，第１４０条第１項中「支給

決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び市長が定める者に限る。）」と

あるのは「支給決定障害者（入居前の体

験的な指定共同生活援助を受けている者

を除く。）」と，同条第２項中「支給決

定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける

者及び市長が定める者を除く。）」とあ

るのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な指定共同生活援助を受けている者に

限る。）」と読み替えるものとする。 

（この節の趣旨） （この節の趣旨） 

第１９４条の２ 第１節から前節までの規

定にかかわらず，日中サービス支援型指

定共同生活援助（指定共同生活援助であ

って，当該指定共同生活援助に係る指定

共同生活援助事業所の従業者により，常

時介護を要する者に対して，常時の支援

体制を確保した上で行われる入浴，排せ

つ，食事の介護その他の日常生活上の援

助をいう。以下同じ。）の事業を行う者

（以下「日中サービス支援型指定共同生

活援助事業者」という。）の基本方針並

びに人員，設備及び運営に関する基準に

ついては，この節に定めるところによ

る。 

第１９４条の２ 第１節から前節までの規

定にかかわらず，日中サービス支援型指

定共同生活援助（指定共同生活援助であ

って，当該指定共同生活援助に係る指定

共同生活援助事業所の従業者により，常

時介護を要する者に対して，常時の支援

体制を確保した上で行われる相談，入

浴，排せつ若しくは食事の介護その他の

日常生活上の援助又はこれに併せて行わ

れる居宅における自立した日常生活への

移行及び移行後の定着に必要な援助をい

う。以下同じ。）の事業を行う者（以下

「日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者」という。）の基本方針並びに人

員，設備及び運営に関する基準について

は，この節に定めるところによる。 

（基本方針） （基本方針） 

第１９４条の３ 日中サービス支援型指定

共同生活援助の事業は，常時の支援体制

を確保することにより，利用者が地域に

おいて，家庭的な環境及び地域住民との

交流の下で自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう，当該利用者

の身体及び精神の状況並びにその置かれ

第１９４条の３ 日中サービス支援型指定

共同生活援助の事業は，常時の支援体制

を確保することにより，利用者が地域に

おいて，家庭的な環境及び地域住民との

交流の下で自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう，当該利用者

の身体及び精神の状況並びにその置かれ



ている環境に応じて共同生活住居におい

て相談，入浴，排せつ又は食事の介護そ

の他の日常生活上の援助を適切かつ効果

的に行うものでなければならない。 

ている環境に応じて共同生活住居におい

て相談，入浴，排せつ若しくは食事の介

護その他の日常生活上の援助又はこれに

併せて行われる居宅における自立した日

常生活への移行及び移行後の定着に必要

な援助を適切かつ効果的に行うものでな

ければならない。 

（協議の場の設置等） （地域との連携等） 

第１９４条の１０ 第１９４条の１０ 日中サービス支援型指

定共同生活援助事業者は，日中サービス

支援型指定共同生活援助の提供に当たっ

ては，地域住民又はその自発的な活動等

との連携及び協力を行う等の地域との交

流を図らなければならない。 

 ２ 日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者は，日中サービス支援型指定共同

生活援助の提供に当たっては，地域連携

推進会議を開催し，おおむね１年に１回

以上，地域連携推進会議において，事業

の運営に係る状況を報告するとともに，

必要な要望，助言等を聴く機会を設けな

ければならない。 

 ３ 日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者は，地域連携推進会議の開催のほ

か，おおむね１年に１回以上，当該地域

連携推進会議の構成員が日中サービス支

援型指定共同生活援助事業所を見学する

機会を設けなければならない。 

 ４ 日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者は，第２項の報告，要望，助言等

についての記録を作成するとともに，当

該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は，日中サービス支援型

指定共同生活援助事業者がその提供する

日中サービス支援型指定共同生活援助の

質に係る外部の者による評価及び当該評

価の実施状況の公表又はこれに準ずる措

置として市長が定めるもの（次項に規定

するものを除く。）を講じている場合に

は，適用しない。 



  日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者は，日中サービス支援型指定共同

生活援助の提供に当たっては，法第８９

条の３第１項に規定する協議会その他市

長がこれに準ずるものとして特に認める

もの（以下「協議会等」という。）に対

して定期的に日中サービス支援型指定共

同生活援助の事業の実施状況等を報告

し，協議会等による評価を受けるととも

に，協議会等から必要な要望，助言等を

聴く機会を設けなければならない。 

６ 日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者は，法第８９条の３第１項に規定

する協議会その他市長がこれに準ずるも

のとして特に認めるもの（以下「協議会

等」という。）に対して定期的に日中サ

ービス支援型指定共同生活援助の事業の

実施状況及び第２項の報告，要望，助言

等の内容又は前項の評価の結果等を報告

し，協議会等による評価を受けるととも

に，協議会等から必要な要望，助言等を

聴く機会を設けなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者は，前項の報告，評価，要望，助

言等についての記録を整備しなければな

らない。 

７ 日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者は，前項の協議会等における報

告，評価，要望，助言等についての記録

を整備しなければならない。 

（準用）  （準用） 

第１９４条の１１ 第１０条，第１２条，

第１３条，第１５条から第１８条まで，

第２１条，第２４条，第２９条，第３４

条の２，第３６条の２から第４２条ま

で，第５５条，第６０条，第６２条，第

６８条，第７２条，第７６条，第７７

条，第９０条，第９２条，第９４条，第

１４０条，第１８２条から第１８６条ま

で及び第１８９条から第１９３条までの

規定は，日中サービス支援型指定共同生

活援助の事業について準用する。この場

合において，第１０条第１項中「第３２

条」とあるのは「第１９４条の１１にお

いて準用する第１８９条」と，第２１条

第２項中「次条第１項」とあるのは「第

１９４条の１１において準用する第１８

４条第１項」と，第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１９４条

の１１において準用する第１８４条第２

項」と，第６０条中「療養介護計画」と

あるのは「日中サービス支援型共同生活

援助計画」と，第７７条第２項第１号中

「第６０条」とあるのは「第１９４条の

１１において読み替えて準用する第６０

第１９４条の１１ 第１０条，第１２条，

第１３条，第１５条から第１８条まで，

第２１条，第２４条，第２９条，第３４

条の２，第３６条の２から第４２条ま

で，第５５条，第６０条，第６２条，第

６８条，第７２条，第７７条，第９０

条，第９２条，第９４条，第１４０条，

第１８２条から第１８６条まで及び第１

８９条から第１９３条までの規定は，日

中サービス支援型指定共同生活援助の事

業について準用する。この場合におい

て，第１０条第１項中「第３２条」とあ

るのは「第１９４条の１１において準用

する第１８９条」と，第２１条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第１９４条

の１１において準用する第１８４条第１

項」と，第２４条第２項中「第２２条第

２項」とあるのは「第１９４条の１１に

おいて準用する第１８４条第２項」と，

第６０条中「療養介護計画」とあるのは

「日中サービス支援型共同生活援助計

画」と，第７７条第２項第１号中「第６

０条」とあるのは「第１９４条の１１に

おいて読み替えて準用する第６０条」



条」と，「療養介護計画」とあるのは

「日中サービス支援型共同生活援助計

画」と，同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第１９４条の１１にお

いて準用する第５５条第１項」と，同項

第３号中「第６７条」とあるのは「第１

９４条の１１において準用する第９０

条」と，同項第４号から第６号まで中

「次条」とあるのは「第１９４条の１

１」と，第９４条第１項中「前条の協力

医療機関」とあるのは「第１９４条の１

１において準用する第１９３条第１項の

協力医療機関及び同条第２項の協力歯科

医療機関」と，第１４０条第１項中「支

給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受

ける者及び厚生労働大臣が定める者に限

る。）」とあるのは「支給決定障害者

（入居前の体験的な日中サービス支援型

指定共同生活援助を受けている者を除

く。）」と，同条第２項中「支給決定障

害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及

び厚生労働大臣が定める者を除く。）」

とあるのは「支給決定障害者（入居前の

体験的な日中サービス支援型指定共同生

活援助を受けている者に限る。）」と読

み替えるものとする。 

と，「療養介護計画」とあるのは「日中

サービス支援型共同生活援助計画」と，

同項第２号中「第５５条第１項」とある

のは「第１９４条の１１において準用す

る第５５条第１項」と，同項第３号中

「第６７条」とあるのは「第１９４条の

１１において準用する第９０条」と，同

項第４号から第６号まで中「次条」とあ

るのは「第１９４条の１１」と，第９４

条第１項中「前条の協力医療機関」とあ

るのは「第１９４条の１１において準用

する第１９３条第１項の協力医療機関及

び同条第２項の協力歯科医療機関」と，

第１４０条第１項中「支給決定障害者

（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚

生労働大臣が定める者に限る。）」とあ

るのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な日中サービス支援型指定共同生活援

助を受けている者を除く。）」と，同条

第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型

自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が

定める者を除く。）」とあるのは「支給

決定障害者（入居前の体験的な日中サー

ビス支援型指定共同生活援助を受けてい

る者に限る。）」と読み替えるものとす

る。 

（この節の趣旨） （この節の趣旨） 

第１９５条 第１節から第４節までの規定

にかかわらず，外部サービス利用型指定

共同生活援助（指定共同生活援助であっ

て，当該指定共同生活援助に係る指定共

同生活援助事業所の従業者により行われ

る外部サービス利用型共同生活援助計画

（第２０５条において読み替えて準用す

る第６０条に規定する外部サービス利用

型 共 同 生 活 援 助 計 画 を い う 。 以 下 同

じ。）の作成，相談その他の日常生活上

の援助（第１９７条第１項において「基

本サービス」という。）及び当該指定共

同生活援助に係る指定共同生活援助事業

第１９５条 第１節から第４節までの規定

にかかわらず，外部サービス利用型指定

共同生活援助（指定共同生活援助であっ

て，当該指定共同生活援助に係る指定共

同生活援助事業所の従業者により行われ

る外部サービス利用型共同生活援助計画

（第２０５条において読み替えて準用す

る第６０条に規定する外部サービス利用

型 共 同 生 活 援 助 計 画 を い う 。 以 下 同

じ。）の作成，相談その他の日常生活上

の援助又はこれに併せて行われる居宅に

おける自立した日常生活への移行及び移

行後の定着に必要な援助（第１９７条第



者が委託する指定居宅介護事業者（以下

「受託居宅介護サービス事業者」とい

う。）により，当該外部サービス利用型

共同生活援助計画に基づき行われる入

浴，排せつ，食事の介護その他の日常生

活上の援助（以下「受託居宅介護サービ

ス」という。）をいう。以下同じ。）の

事業を行うものの基本方針並びに人員，

設備及び運営に関する基準については，

この節に定めるところによる。 

１ 項 に お い て 「 基 本 サ ー ビ ス 」 と い

う。）及び当該指定共同生活援助に係る

指定共同生活援助事業者が委託する指定

居宅介護事業者（以下「受託居宅介護サ

ービス事業者」という。）により，当該

外部サービス利用型共同生活援助計画に

基づき行われる入浴，排せつ，食事の介

護その他の日常生活上の援助（以下「受

託居宅介護サービス」という。）をい

う。以下同じ。）の事業を行うものの基

本方針並びに人員，設備及び運営に関す

る基準については，この節に定めるとこ

ろによる。 

（基本方針） （基本方針） 

第１９６条 外部サービス利用型指定共同

生活援助の事業は，外部サービス利用型

共同生活援助計画に基づき，受託居宅介

護サービス事業者による受託居宅介護サ

ービスを適切に，かつ，円滑に提供する

ことにより，利用者が地域において共同

して自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう，当該利用者の身体

及び精神の状況並びにその置かれている

環境に応じて共同生活住居において相

談，入浴，排せつ又は食事の介護その他

の日常生活上の援助を適切に，かつ，効

果的に行うものでなければならない。 

第１９６条 外部サービス利用型指定共同

生活援助の事業は，外部サービス利用型

共同生活援助計画に基づき，受託居宅介

護サービス事業者による受託居宅介護サ

ービスを適切に，かつ，円滑に提供する

ことにより，利用者が地域において共同

して自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう，当該利用者の身体

及び精神の状況並びにその置かれている

環境に応じて共同生活住居において相

談，入浴，排せつ若しくは食事の介護そ

の他の日常生活上の援助又はこれに併せ

て行われる居宅における自立した日常生

活への移行及び移行後の定着に必要な援

助を適切かつ効果的に行うものでなけれ

ばならない。 

（準用） （準用） 

第２０５条 第１２条，第１３条，第１５

条から第１８条まで，第２１条，第２４

条，第２９条，第３４条の２，第３６条

の２から第４２条まで，第５５条，第６

０条，第６２条，第６８条，第７２条，

第７６条，第７７条，第９０条，第９２

条，第９４条，第１４０条，第１８２条

から第１８６条まで，第１８７条，第１

８８条及び第１９１条から第１９３条ま

第２０５条 第１２条，第１３条，第１５

条から第１８条まで，第２１条，第２４

条，第２９条，第３４条の２，第３６条

の２から第４２条まで，第５５条，第６

０条，第６２条，第６８条，第７２条，

第７７条，第９０条，第９２条，第９４

条，第１４０条，第１８２条から第１８

６条の２まで，第１８７条，第１８８条

及び第１９１条から第１９３条までの規



での規定は，外部サービス利用型指定共

同生活援助の事業について準用する。こ

の場合において，第２１条第２項中「次

条第１項」とあるのは「第２０５条にお

いて準用する第１８４条第１項」と，第

２４条第２項中「第２２条第２項」とあ

るのは「第２０５条において準用する第

１８４条第２項」と，第６０条中「療養

介護計画」とあるのは「外部サービス利

用型共同生活援助計画」と，第７７条第

２項第１号中「第６０条」とあるのは

「第２０５条において準用する第６０

条」と，「療養介護計画」とあるのは

「外部サービス利用型共同生活援助計

画」と，同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第２０５条において準

用する第５５条第１項」と，同項第３号

中「第６７条」とあるのは「第２０５条

において準用する第９０条」と，同項第

４号から第６号まで中「次条」とあるの

は「第２０５条」と，第９４条第１項中

「前条の協力医療機関」とあるのは「第

２０５条において準用する第１９３条第

１項の協力医療機関及び同条第２項の協

力歯科医療機関」と，第１４０条第１項

中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓

練を受ける者及び市長が定める者に限

る。）」とあるのは「支給決定障害者

（入居前の体験的な外部サービス利用型

指定共同生活援助を受けている者を除

く。）」と，同条第２項中「支給決定障

害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及

び市長が定める者を除く。）」とあるの

は「支給決定障害者（入居前の体験的な

外部サービス利用型指定共同生活援助を

受けている者に限る。）」と，第１８７

条第３項中「当該指定共同生活援助事業

所の従業者」とあるのは「当該外部サー

ビス利用型指定共同生活援助事業所及び

受託居宅介護サービス事業所の従業者」

定は，外部サービス利用型指定共同生活

援助の事業について準用する。この場合

において，第２１条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第２０５条において準

用する第１８４条第１項」と，第２４条

第２項中「第２２条第２項」とあるのは

「第２０５条において準用する第１８４

条第２項」と，第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「外部サービス利用型共

同生活援助計画」と，第７７条第２項第

１号中「第６０条」とあるのは「第２０

５条において準用する第６０条」と，

「療養介護計画」とあるのは「外部サー

ビス利用型共同生活援助計画」と，同項

第２号中「第５５条第１項」とあるのは

「第２０５条において準用する第５５条

第１項」と，同項第３号中「第６７条」

とあるのは「第２０５条において準用す

る第９０条」と，同項第４号から第６号

まで中「次条」とあるのは「第２０５

条」と，第９４条第１項中「前条の協力

医療機関」とあるのは「第２０５条にお

いて準用する第１９３条第１項の協力医

療機関及び同条第２項の協力歯科医療機

関」と，第１４０条第１項中「支給決定

障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者

及び市長が定める者に限る。）」とある

のは「支給決定障害者（入居前の体験的

な外部サービス利用型指定共同生活援助

を受けている者を除く。）」と，同条第

２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び市長が定める者を

除く。）」とあるのは「支給決定障害者

（入居前の体験的な外部サービス利用型

指定共同生活援助を受けている者に限

る。）」と，第１８７条第３項中「当該

指定共同生活援助事業所の従業者」とあ

るのは「当該外部サービス利用型指定共

同生活援助事業所及び受託居宅介護サー

ビス事業所の従業者」と読み替えるもの



と読み替えるものとする。 とする。 

（従業者の員数等に関する特例） （従業者の員数等に関する特例） 

第２０６条 多機能型による指定生活介護

事業所，指定自立訓練（機能訓練）事業

所，指定自立訓練（生活訓練）事業所，

指定就労移行支援事業所，指定就労継続

支援Ａ型事業所及び指定就労継続支援Ｂ

型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者

が指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事

業所をいう。）並びに指定児童発達支援

事業所，指定医療型児童発達支援事業所

（指定通所支援基準第５６条に規定する

指 定 医 療 型 児 童 発 達 支 援 事 業 所 を い

う。）及び指定放課後等デイサービス事

業所（以下「多機能型事業所」と総称す

る。）は，一体的に事業を行う多機能型

事業所の利用定員数の合計が２０人未満

である場合は，第８０条第６項，第１２

５条第６項及び第７項，第１３５条第６

項，第１４６条第４項並びに第１５７条

第４項（第１７０条において準用する場

合を含む。）の規定にかかわらず，当該

多機能型事業所に置くべき従業者（医師

及びサービス管理責任者を除く。）のう

ち，一人以上の者を常勤でなければなら

ないものとすることができる。 

第２０６条 多機能型による指定生活介護

事業所，指定自立訓練（機能訓練）事業

所，指定自立訓練（生活訓練）事業所，

指定就労移行支援事業所，指定就労継続

支援Ａ型事業所及び指定就労継続支援Ｂ

型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者

が指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事

業所をいう。）並びに指定児童発達支援

事業所及び指定放課後等デイサービス事

業所（以下「多機能型事業所」と総称す

る。）は，一体的に事業を行う多機能型

事業所の利用定員数の合計が２０人未満

である場合は，第８０条第６項，第１２

５条第６項及び第７項，第１３５条第６

項，第１４６条第４項並びに第１５７条

第４項（第１７０条において準用する場

合を含む。）の規定にかかわらず，当該

多機能型事業所に置くべき従業者（医師

及びサービス管理責任者を除く。）のう

ち，一人以上の者を常勤でなければなら

ないものとすることができる。 

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事

業所，指定医療型児童発達支援事業所及

び指定放課後等デイサービス事業所を多

機能型として一体的に行うものを除く。

以下この条において同じ。）は，第８０

条第１項第３号及び第７項，第１２５条

第１項第２号及び第８項，第１３５条第

１項第３号及び第７項，第１４６条第１

項第３号及び第５項並びに第１５７条第

１項第２号及び第５項（これらの規定を

第１７０条において準用する場合を含

む。）の規定にかかわらず，一体的に事

業を行う多機能型事業所のうち市長が定

めるものを１の事業所であるとみなし

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事

業所及び指定放課後等デイサービス事業

所を多機能型として一体的に行うものを

除く。以下この条において同じ。）は，

第８０条第１項第３号及び第７項，第１

２５条第１項第２号及び第８項，第１３

５条第１項第３号及び第７項，第１４６

条第１項第３号及び第５項並びに第１５

７条第１項第２号及び第５項（これらの

規定を第１７０条において準用する場合

を含む。）の規定にかかわらず，一体的

に事業を行う多機能型事業所のうち市長

が定めるものを１の事業所であるとみな

して，当該１の事業所とみなされた事業



て，当該１の事業所とみなされた事業所

に置くべきサービス管理責任者の数を，

次の各号に掲げる当該多機能型事業所の

利用者の数の合計の区分に応じ，当該各

号に定める数とし，この項の規定により

置くべきものとされるサービス管理責任

者のうち，一人以上は，常勤でなければ

ならないものとすることができる。 

所に置くべきサービス管理責任者の数

を，次の各号に掲げる当該多機能型事業

所の利用者の数の合計の区分に応じ，当

該各号に定める数とし，この項の規定に

より置くべきものとされるサービス管理

責任者のうち，一人以上は，常勤でなけ

ればならないものとすることができる。 

(1) ・(2)  略 (1) ・(2)  略 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第２０９条 特定基準該当障害福祉サービ

ス事業者が特定基準該当障害福祉サービ

スを行う事業所（以下この章において

「特定基準該当障害福祉サービス事業

所」という。）に置くべき従業者及びそ

の員数は，次のとおりとする。 

第２０９条 特定基準該当障害福祉サービ

ス事業者が特定基準該当障害福祉サービ

スを行う事業所（以下この章において

「特定基準該当障害福祉サービス事業

所」という。）に置くべき従業者及びそ

の員数は，次のとおりとする。 

(1) ・(2)  略 (1) ・(2)  略 

(3) 理学療法士又は作業療法士  １以上

（特定基準該当生活介護を提供する事

業所における利用者に対して日常生活

を営むのに必要な機能の減退を防止す

るための訓練又は特定基準該当自立訓

練（機能訓練）を提供する事業所に限

る。） 

(3) 理学療法士，作業療法士又は言語聴

覚士  １以上（特定基準該当生活介護

を提供する事業所における利用者に対

して日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練又は特定基

準該当自立訓練（機能訓練）を提供す

る事業所に限る。） 

(4) ～(6)  略 (4) ～(6)  略 

２ 前項第３号の理学療法士又は作業療法

士を確保することが困難な特定基準該当

障害福祉サービス事業所（特定基準該当

自立訓練（機能訓練）を提供する事業所

を除く。）は，これらの者に代えて，日

常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する看

護師その他の者を機能訓練指導員として

置くことができる。 

２ 前項第３号の理学療法士，作業療法士

又は言語聴覚士を確保することが困難な

特定基準該当障害福祉サービス事業所

（特定基準該当自立訓練（機能訓練）を

提供する事業所を除く。）は，これらの

者に代えて，日常生活を営むのに必要な

機能の減退を防止するための訓練を行う

能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。 

３・４ 略 ３・４ 略 

（管理者）  （管理者） 

第２１０条 特定基準該当障害福祉サービ

ス事業者は，特定基準該当障害福祉サー

ビス事業所ごとに専らその職務に従事す

る管理者を置かなければならない。ただ

第２１０条 特定基準該当障害福祉サービ

ス事業者は，特定基準該当障害福祉サー

ビス事業所ごとに専らその職務に従事す

る管理者を置かなければならない。ただ



し，特定基準該当障害福祉サービス事業

所の管理上支障がない場合は，当該特定

基準該当障害福祉サービス事業所の他の

職務に従事させることができるものとす

る。 

し，特定基準該当障害福祉サービス事業

所の管理上支障がない場合は，当該特定

基準該当障害福祉サービス事業所の他の

職務に従事させ，又は当該特定基準該当

障害福祉サービス事業所以外の事業所，

施設等の職務に従事させることができる

ものとする。 

（準用） （準用） 

第２１２条 第１０条から第１３条まで，

第１５条から第１８条まで，第２０条，

第２１条，第２４条第２項，第２９条，

第３４条の２，第３６条の２から第４２

条まで，第５９条から第６２条まで，第

６８条，第７０条から第７２条まで，第

７６条，第７７条，第８３条，第８８条

から第９０条まで，第９１条（第１０号

を除く。）及び第９２条から第９４条ま

での規定は，特定基準該当障害福祉サー

ビスの事業について準用する。この場合

において，第１０条第１項中「第３２

条」とあるのは「第２１２条第１項にお

いて準用する第９１条」と，第１６条中

「介護給付費」とあるのは「特例介護給

付費又は特例訓練等給付費」と，第２１

条第２項中「次条第１項から第３項ま

で」とあるのは「第２１２条第２項にお

いて準用する第８４条第２項及び第３

項，第２１２条第３項及び第５項におい

て準用する第１２８条第２項及び第３項

並びに第２１２条第４項において準用す

る第１３９条第２項及び第３項」と，第

２４条第２項中「第２２条第２項」とあ

るのは「第２１２条第２項において準用

する第８４条第２項，第２１２条第３項

及び第５項において準用する第１２８条

第２項並びに第２１２条第４項において

準用する第１３９条第２項」と，第３７

条第３項中「指定居宅介護事業者等」と

あるのは「障害福祉サービス事業を行う

者等」と，第４２条中「指定居宅介護事

第２１２条 第１０条から第１３条まで，

第１５条から第１８条まで，第２０条，

第２１条，第２４条第２項，第２９条，

第３４条の２，第３６条の２から第４２

条まで，第５９条から第６２条まで，第

６８条，第７０条から第７２条まで，第

７６条，第７７条，第８３条，第８８条

から第９０条まで，第９１条（第１０号

を除く。）及び第９２条から第９４条ま

での規定は，特定基準該当障害福祉サー

ビスの事業について準用する。この場合

において，第１０条第１項中「第３２

条」とあるのは「第２１２条第１項にお

いて準用する第９１条」と，第１６条中

「介護給付費」とあるのは「特例介護給

付費又は特例訓練等給付費」と，第２１

条第２項中「次条第１項から第３項ま

で」とあるのは「第２１２条第２項にお

いて準用する第８４条第２項及び第３

項，第２１２条第３項及び第５項におい

て準用する第１２８条第２項及び第３項

並びに第２１２条第４項において準用す

る第１３９条第２項及び第３項」と，第

２４条第２項中「第２２条第２項」とあ

るのは「第２１２条第２項において準用

する第８４条第２項，第２１２条第３項

及び第５項において準用する第１２８条

第２項並びに第２１２条第４項において

準用する第１３９条第２項」と，第３７

条第３項中「指定居宅介護事業者等」と

あるのは「障害福祉サービス事業を行う

者等」と，第４２条中「指定居宅介護事



業所ごとに経理を区分するとともに，指

定居宅介護の事業の会計をその他の事業

の会計と」とあるのは「その提供する特

定基準該当障害福祉サービスの事業ごと

に，その会計を」と，第５９条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第２１２条

第１項において準用する次条第１項」

と，「療養介護計画」とあるのは「特定

基準該当障害福祉サービス計画」と，第

６０条中「療養介護計画」とあるのは

「特定基準該当障害福祉サービス計画」

と，同条第８項中「６月」とあるのは

「６月（特定基準該当障害福祉サービス

計画のうち特定基準該当自立訓練（機能

訓練）に係る計画又は特定基準該当自立

訓練（生活訓練）に係る計画にあって

は，３月）」と，第６１条中「前条」と

あるのは「第２１２条第１項において準

用する前条」と，第７７条第２項第１号

中「第６０条第１項」とあるのは「第２

１２条第１項において準用する第６０条

第１項」と，「療養介護計画」とあるの

は「特定基準該当障害福祉サービス計

画」と，同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第２１２条第１項にお

いて準用する第２０条第１項」と，同項

第３号中「第６７条」とあるのは「第２

１２条第１項において準用する第９０

条」と，同項第４号から第６号までの規

定中「次条」とあるのは「第２１２条第

１項」と，第９０条第２号中「介護給付

費又は特例介護給付費」とあるのは「特

例介護給付費又は特例訓練等給付費」

と，第９４条第１項中「前条」とあるの

は「第２１２条第１項において準用する

前条」と読み替えるものとする。 

業所ごとに経理を区分するとともに，指

定居宅介護の事業の会計をその他の事業

の会計と」とあるのは「その提供する特

定基準該当障害福祉サービスの事業ごと

に，その会計を」と，第５９条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第２１２条

第１項において準用する次条第１項」

と，「療養介護計画」とあるのは「特定

基準該当障害福祉サービス計画」と，第

６０条中「療養介護計画」とあるのは

「特定基準該当障害福祉サービス計画」

と，同条第９項中「６月」とあるのは

「６月（特定基準該当障害福祉サービス

計画のうち特定基準該当自立訓練（機能

訓練）に係る計画又は特定基準該当自立

訓練（生活訓練）に係る計画にあって

は，３月）」と，第６１条中「前条」と

あるのは「第２１２条第１項において準

用する前条」と，第７７条第２項第１号

中「第６０条第１項」とあるのは「第２

１２条第１項において準用する第６０条

第１項」と，「療養介護計画」とあるの

は「特定基準該当障害福祉サービス計

画」と，同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第２１２条第１項にお

いて準用する第２０条第１項」と，同項

第３号中「第６７条」とあるのは「第２

１２条第１項において準用する第９０

条」と，同項第４号から第６号までの規

定中「次条」とあるのは「第２１２条第

１項」と，第９０条第２号中「介護給付

費又は特例介護給付費」とあるのは「特

例介護給付費又は特例訓練等給付費」

と，第９４条第１項中「前条」とあるの

は「第２１２条第１項において準用する

前条」と読み替えるものとする。 

２～５ 略 ２～５ 略 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第２１３条 指定障害福祉サービス事業者

及びその従業者は，作成，保存その他こ

第２１３条 指定障害福祉サービス事業者

及びその従業者は，作成，保存その他こ



れらに類するもののうち，この条例の規

定において書面（書面，書類，文書，謄

本，抄本，正本，副本，複本その他文

字，図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は

想定されるもの（第１１条第１項（第４

４条第１項及び第２項，第４４条の４，

第４９条第１項及び第２項，第９５条，

第９５条の５，第１２３条，第１３１

条，第１３１条の４，第１４２条，第１

４２条の４，第１５５条，第１６８条，

第１７３条，第１７７条，第１７７条の

１２，第１７７条の２０並びに第２１２

条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。），第１５条（第４４条第１項及び

第２項，第４４条の４，第４９条第１項

及び第２項，第７８条，第９５条，第９

５条の５，第１１０条，第１１０条の

４，第１２３条，第１３１条，第１３１

条の４，第１４２条，第１４２条の４，

第１５５条，第１６８条，第１７３条，

第１７７条，第１７７条の１２，第１７

７条の２０，第１９４条，第１９４条の

１１，第２０５条並びに第２１２条第１

項において準用する場合を含む。），第

５４条第１項，第１０４条第１項（第１

１０条の４において準用する場合を含

む。），第１８３条第１項（第１９４条

の１１及び第２０５条において準用する

場合を含む。）及び次項に規定するもの

を除く。）については，書面に代えて，

当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式，磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られ

る記録であって，電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）によ

り行うことができる。 

れらに類するもののうち，この条例の規

定において書面（書面，書類，文書，謄

本，抄本，正本，副本，複本その他文

字，図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は

想定されるもの（第１１条第１項（第４

４条第１項及び第２項，第４４条の４，

第４９条第１項及び第２項，第９５条，

第９５条の５，第１２３条，第１３１

条，第１３１条の５，第１４２条，第１

４２条の４，第１５５条，第１６８条，

第１７３条，第１７７条，第１７７条の

１２，第１７７条の２０並びに第２１２

条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。），第１５条（第４４条第１項及び

第２項，第４４条の４，第４９条第１項

及び第２項，第７８条，第９５条，第９

５条の５，第１１０条，第１１０条の

４，第１２３条，第１３１条，第１３１

条の５，第１４２条，第１４２条の４，

第１５５条，第１６８条，第１７３条，

第１７７条，第１７７条の１２，第１７

７条の２０，第１９４条，第１９４条の

１１，第２０５条並びに第２１２条第１

項において準用する場合を含む。），第

５４条第１項，第１０４条第１項（第１

１０条の４において準用する場合を含

む。），第１８３条第１項（第１９４条

の１１及び第２０５条において準用する

場合を含む。）及び次項に規定するもの

を除く。）については，書面に代えて，

当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式，磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られ

る記録であって，電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）によ

り行うことができる。 

２ 略 ２ 略 



   付 則    付 則 

（指定生活介護事業所に置くべき従業者

の員数に関する経過措置） 

（指定生活介護事業所に置くべき従業者

の員数に関する経過措置） 

第２条 当分の間，第１号の市長が定める

者を含む利用者に対し指定生活介護を提

供する指定生活介護事業所に置くべき看

護職員（保健師又は看護師若しくは准看

護師をいう。），理学療法士又は作業療

法士及び生活支援員の総数は，第８０条

第１項第２号アの規定にかかわらず，指

定生活介護の単位ごとに，常勤換算方法

で，次に定める数を合計した数以上とす

る。 

第２条 当分の間，第１号の市長が定める

者を含む利用者に対し指定生活介護を提

供する指定生活介護事業所に置くべき看

護職員（保健師又は看護師若しくは准看

護師をいう。），理学療法士，作業療法

士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数

は，第８０条第１項第２号アの規定にか

かわらず，指定生活介護の単位ごとに，

常勤換算方法で，次に定める数を合計し

た数以上とする。 

(1) ・(2)  略 (1) ・(2)  略 

２ 略 ２ 略 

（地域移行支援型ホームにおける共同生活

援助計画の作成等） 

（地域移行支援型ホームにおける共同生活

援助計画の作成等） 

第７条 地域移行支援型ホームにおける指

定共同生活援助の事業等について第１９

４条又は第２０５条において準用する第

６０条の規定を適用する場合にあって

は，同条第２項中「営むこと」とあるの

は「営み，入居の日から付則第５条に定

める期間内に付則第６条に規定する住宅

等に移行すること」と，同条第４項中

「達成時期」とあるのは「達成時期，病

院の敷地外における福祉サービスの利用

その他の活動」とする。 

第７条 地域移行支援型ホームにおける指

定共同生活援助の事業等について第１９

４条又は第２０５条において準用する第

６０条の規定を適用する場合にあって

は，同条第２項中「営むこと」とあるの

は「営み，入居の日から付則第５条に定

める期間内に付則第６条に規定する住宅

等に移行すること」と，同条第５項中

「達成時期」とあるのは「達成時期，病

院の敷地外における福祉サービスの利用

その他の活動」とする。 

（居宅介護等の利用に関する特例） （居宅介護等の利用に関する特例） 

第９条 第１８７条第３項及び第１９４条

の８第４項の規定は，指定共同生活援助

事業所又は日中サービス支援型指定共同

生活援助事業所の利用者のうち，重度訪

問介護，同行援護又は行動援護に係る支

給決定を受けることができる者であっ

て，区分省令第１条第５号に規定する区

分４，同条第６号に規定する区分５又は

同条第７号に規定する区分６に該当する

ものが，共同生活住居内において，当該

指定共同生活援助事業所又は日中サービ

第９条 第１８７条第３項及び第１９４条

の８第４項の規定は，指定共同生活援助

事業所又は日中サービス支援型指定共同

生活援助事業所の利用者のうち，重度訪

問介護，同行援護又は行動援護に係る支

給決定を受けることができる者であっ

て，区分命令第１条第５号に規定する区

分４，同条第６号に規定する区分５又は

同条第７号に規定する区分６に該当する

ものが，共同生活住居内において，当該

指定共同生活援助事業所又は日中サービ



ス支援型指定共同生活援助事業所の従業

者以外の者による居宅介護又は重度訪問

介護の利用を希望する場合については，

令和６年３月３１日までの間，当該利用

者については，適用しない。 

ス支援型指定共同生活援助事業所の従業

者以外の者による居宅介護又は重度訪問

介護の利用を希望する場合については，

令和９年３月３１日までの間，当該利用

者については，適用しない。 

２ 第１８７条第３項及び第１９４条の８

第４項の規定は，指定共同生活援助事業

所又は日中サービス支援型指定共同生活

援助事業所の利用者のうち，区分省令第

１条第５号に規定する区分４，同条第６

号に規定する区分５又は同条第７号に規

定する区分６に該当するものが，共同生

活住居内において，当該指定共同生活援

助事業所又は日中サービス支援型指定共

同生活援助事業所の従業者以外の者によ

る居宅介護（身体介護に係るものに限

る。以下この項において同じ。）の利用

を希望し，かつ，次の各号に掲げる要件

のいずれにも該当する場合については，

令和６年３月３１日までの間，当該利用

者については，適用しない。 

２ 第１８７条第３項及び第１９４条の８

第４項の規定は，指定共同生活援助事業

所又は日中サービス支援型指定共同生活

援助事業所の利用者のうち，区分命令第

１条第５号に規定する区分４，同条第６

号に規定する区分５又は同条第７号に規

定する区分６に該当するものが，共同生

活住居内において，当該指定共同生活援

助事業所又は日中サービス支援型指定共

同生活援助事業所の従業者以外の者によ

る居宅介護（身体介護に係るものに限

る。以下この項において同じ。）の利用

を希望し，かつ，次の各号に掲げる要件

のいずれにも該当する場合については，

令和９年３月３１日までの間，当該利用

者については，適用しない。 

(1) ・(2)  略 (1) ・(2)  略 

第２条 呉市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で

示すように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 

第１章～第９章 略 第１章～第９章 略 

 第９章の２ 就労選択支援 

 第１節 基本方針（第１４４条の２） 

 第２節 人員に関する基準（第１４４条

の３・第１４４条の４） 

 第３節 設備に関する基準（第１４４条

の５） 

 第４節 運営に関する基準（第１４４条

の６―第１４４条の９） 

第１０章～第１６章 略 第１０章～第１６章 略 

付則 付則 



（定義） （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲

げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

第２条 この条例において，次の各号に掲

げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) ～(2)  略 (1) ～(2)  略 

(3) 支給決定障害者等  法第５条第２３

項に規定する支給決定障害者等をい

う。 

(3) 支給決定障害者等  法第５条第２４

項に規定する支給決定障害者等をい

う。 

(4) ～(17) 略 (4) ～(17) 略 

２ 略 ２ 略 

（指定障害福祉サービス事業者の一般原

則） 

（指定障害福祉サービス事業者の一般原

則） 

第３条 指定障害福祉サービス事業者（第

４章，第５章及び第８章から第１３章ま

でに掲げる事業を行うものに限る。）

は，利用者の意向，適性，障害の特性そ

の他の事情を踏まえた計画（以下「個別

支援計画」という。）を作成し，これに

基づき利用者に対して指定障害福祉サー

ビスを提供するとともに，その効果につ

いて継続的な評価を実施することその他

の措置を講ずることにより利用者に対し

て適切に，かつ，効果的に指定障害福祉

サービスを提供しなければならない。 

第３条 指定障害福祉サービス事業者（第

４章，第５章，第８章，第９章及び第１

０章から第１３章までに掲げる事業を行

うものに限る。）は，利用者の意向，適

性，障害の特性その他の事情を踏まえた

計画（以下「個別支援計画」という。）

を作成し，これに基づき利用者に対して

指定障害福祉サービスを提供するととも

に，その効果について継続的な評価を実

施することその他の措置を講ずることに

より利用者に対して適切に，かつ，効果

的に指定障害福祉サービスを提供しなけ

ればならない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（準用） （準用） 

第１４４条 略 第１４４条 略 

    第９章の２ 就労選択支援 

 第１節 基本方針 

 第１４４条の２ 就労選択支援に係る指定

障害福祉サービス（以下「指定就労選択

支援」という。）の事業は，利用者が自

立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう，規則第６条の７の２に規

定する者につき，短期間の生産活動その

他の活動の機会の提供を通じて，就労に

関する適性，知識及び能力の評価並びに

規則第６条の７の３に規定する事項の整

理を行い，又はこれに併せて，当該評価



及び当該整理の結果に基づき，規則第６

条の７の４に規定する便宜を適切かつ効

果的に供与するものでなければならな

い。 

 第２節 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

 第１４４条の３ 指定就労選択支援の事業

を行う者（以下「指定就労選択支援事業

者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定就労選択支援事業所」とい

う。）に置くべき就労選択支援員（指定

就労選択支援の提供に当たる者として厚

生労働大臣が定めるものをいう。以下同

じ。）の数は，指定就労選択支援事業所

ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を

１５で除した数以上とする。 

 ２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値

とする。ただし，新規に指定を受ける場

合は，推定数による。 

 ３ 第１項に規定する指定就労選択支援事

業所の就労選択支援員は，専ら当該指定

就労選択支援事業所の職務に従事する者

でなければならない。ただし，利用者の

支援に支障がない場合はこの限りでな

い。 

 （準用） 

 第１４４条の４ 第５２条の規定は，指定

就労選択支援の事業について準用する。 

 第３節 設備に関する基準 

 （準用） 

 第１４４条の５ 第８３条の規定は，指定

就労選択支援の事業について準用する。 

 第４節 運営に関する基準 

 （実施主体） 

 第１４４条の６ 指定就労選択支援事業者

は，就労移行支援又は就労継続支援に係

る指定障害福祉サービス事業者であっ

て，過去３年以内に当該事業者の事業所

の３人以上の利用者が新たに通常の事業

所に雇用されたものその他のこれらと同



等の障害者に対する就労支援の経験及び

実績を有すると市長が認める事業者でな

ければならない。 

 （評価及び整理の実施） 

 第１４４条の７ 指定就労選択支援事業者

は，短期間の生産活動その他の活動の機

会を通じて，就労に関する適性，知識及

び能力の評価並びに規則第６条の７の３

に規定する事項の整理（以下この節にお

いて「アセスメント」という。）を行う

ものとする。 

 ２ 障害者就業・生活支援センターその他

の機関がアセスメントと同様の評価及び

整理を実施した場合には，指定就労選択

支援事業者は，当該同様の評価及び整理

をもって，アセスメントの実施に代える

ことができる。この場合において，指定

就労選択支援事業者は，次項の規定によ

る会議の開催，アセスメントの結果の作

成又は指定障害福祉サービス事業者その

他の関係機関との連絡調整に当たり，当

該障害者就業・生活支援センターその他

の機関に対し，当該会議への参加その他

の必要な協力を求めることができる。 

 ３ 指定就労選択支援事業者は，アセスメ

ントの結果の作成に当たり，利用者及び

市町村，指定特定相談支援事業者等，公

共職業安定所その他の関係機関の担当者

等を招集して会議（テレビ電話装置等を

活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す

る。）を開催し，当該利用者の就労に関

する意向を改めて確認するとともに，当

該担当者等に意見を求めるものとする。 

 ４ 指定就労選択支援事業者は，アセスメ

ントの結果を作成した際には，当該結果

に係る情報を利用者及び指定特定相談支

援事業者等に提供しなければならない。 

 （関係機関との連絡調整等の実施） 

 第１４４条の８ 指定就労選択支援事業者

は，アセスメントの結果を踏まえ，必要



に応じて公共職業安定所，障害者就業・

生活支援センターその他の関係機関との

連絡調整を行わなければならない。 

 ２ 指定就労選択支援事業者は，法第８９

条の３第１項に規定する協議会への定期

的な参加，公共職業安定所への訪問等に

より，地域における就労支援に係る社会

資源，雇用に関する事例等に関する情報

の収集に努めるとともに，利用者に対し

て進路選択に資する情報を提供するよう

努めなければならない。 

 （準用） 

 第１４４条の９ 第１０条から第２１条ま

で，第２４条，第２９条，第３４条の

２，第３６条の２から第４２条まで，第

５９条，第６２条，第６８条，第７０条

から第７２条まで，第７６条，第７７条

（第２項第１号を除く。），第８６条，

第８７条，第８８条から第９４条まで，

第１２８条及び第１４０条の規定は，指

定就労選択支援の事業について準用す

る。この場合において，第１０条第１項

中「第３２条」とあるのは「第１４４条

の９において準用する第９１条」と，第

２１条第２項中「次条第１項」とあるの

は「第１４４条の９において準用する第

１２８条第１項」と，第２４条第２項中

「第２２条第２項」とあるのは「第１４

４条の９において準用する第１２８条第

２項」と，第５９条第１項中「次条第１

項に規定する療養介護計画に基づき，利

用者の心身の状況等に応じて」とあるの

は「利用者の心身の状況等に応じて」

と，第７７条第２項第２号中「第５５条

第１項」とあるのは「第１４４条の９に

おいて準用する第２０条第１項」と，同

項第３号中「第６７条」とあるのは「第

１４４条の９において準用する第９０

条」と，同項第４号から第６号まで中

「次条」とあるのは「第１４４条の９」



と，第９１条中「第９４条第１項」とあ

るのは「第１４４条の９において準用す

る第９４条第１項」と，第９４条第１項

中「前条」とあるのは「第１４４条の９

において準用する前条」と，第１４０条

第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型

自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が

定める者に限る。）」とあるのは「支給

決定障害者（厚生労働大臣が定める者に

限る。以下この項において同じ。）」

と，同条第２項中「支給決定障害者（指

定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労

働大臣が定める者を除く。）」とあるの

は「支給決定障害者（厚生労働大臣が定

める者を除く。）」と読み替えるものと

する。 

（就職状況の報告） （就職状況の報告） 

第１５４条 略 第１５４条 略 

 （就労選択支援に関する情報提供） 

 第１５４条の２ 指定就労移行支援事業者

は，利用者に対し，指定計画相談支援を

行う者と連携し，定期的に就労選択支援

に関する情報提供を行うものとする。 

（準用） （準用） 

第１６８条 第１０条から第１８条まで，

第２０条，第２１条，第２３条，第２４

条，第２９条，第３４条の２，第３６条

の２から第４２条まで，第５９条から第

６２条まで，第６８条，第７０条から第

７２条まで，第７６条，第７７条，第８

８条から第９０条まで，第９２条から第

９４条まで，第１２８条及び第１２９条

の規定は，指定就労継続支援Ａ型の事業

について準用する。この場合において，

第１０条第１項中「第３２条」とあるの

は「第１６７条の２」と，第２１条第２

項中「次条第１項」とあるのは「第１６

８条において準用する第１２８条第１

項」と，第２４条第２項中「第２２条第

２項」とあるのは「第１６８条において

第１６８条 第１０条から第１８条まで，

第２０条，第２１条，第２３条，第２４

条，第２９条，第３４条の２，第３６条

の２から第４２条まで，第５９条から第

６２条まで，第６８条，第７０条から第

７２条まで，第７６条，第７７条，第８

８条から第９０条まで，第９２条から第

９４条まで，第１２８条，第１２９条及

び第１５４条の２の規定は，指定就労継

続支援Ａ型の事業について準用する。こ

の場合において，第１０条第１項中「第

３２条」とあるのは「第１６７条の２」

と，第２１条第２項中「次条第１項」と

あるのは「第１６８条において準用する

第１２８条第１項」と，第２４条第２項

中「第２２条第２項」とあるのは「第１



準用する第１２８条第２項」と，第５９

条第１項中「次条第１項」とあるのは

「第１６８条において準用する次条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは

「就労継続支援Ａ型計画」と，第６０条

中「療養介護計画」とあるのは「就労継

続支援Ａ型計画」と，第６１条中「前

条」とあるのは「第１６８条において準

用する前条」と，第７７条第２項第１号

中「第６０条」とあるのは「第１６８条

において準用する第６０条」と，「療養

介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ

型計画」と，同項第２号中「第５５条第

１項」とあるのは「第１６８条において

準用する第２０条第１項」と，同項第３

号中「第６７条」とあるのは「第１６８

条において準用する第９０条」と，同項

第４号から第６号まで中「次条」とある

のは「第１６８条」と，第９４条第１項

中「前条」とあるのは「第１６８条にお

いて準用する前条」と読み替えるものと

する。 

６８条において準用する第１２８条第２

項」と，第５９条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第１６８条において準

用する次条第１項」と，「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計

画」と，第６０条中「療養介護計画」と

あるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，

第６１条中「前条」とあるのは「第１６

８条において準用する前条」と，第７７

条第２項第１号中「第６０条」とあるの

は「第１６８条において準用する第６０

条」と，「療養介護計画」とあるのは

「就労継続支援Ａ型計画」と，同項第２

号中「第５５条第１項」とあるのは「第

１６８条において準用する第２０条第１

項」と，同項第３号中「第６７条」とあ

るのは「第１６８条において準用する第

９０条」と，同項第４号から第６号まで

中「次条」とあるのは「第１６８条」

と，第９４条第１項中「前条」とあるの

は「第１６８条において準用する前条」

と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第１７３条 第１０条から第１８条まで，

第２０条，第２１条，第２３条，第２４

条，第２９条，第３４条の２，第３６条

の２から第４２条まで，第５９条から第

６２条まで，第６８条，第７０条から第

７２条まで，第７６条，第７７条，第８

６条，第８８条から第９４条まで，第１

２８条，第１２９条，第１６３条第６項

及び第１６４条から第１６６条までの規

定は，指定就労継続支援Ｂ型の事業につ

いて準用する。この場合において，第１

０条第１項中「第３２条」とあるのは

「第１７３条において準用する第９１

条」と，第２１条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第１７３条において準

用する第１２８条第１項」と，第２４条

第２項中「第２２条第２項」とあるのは

第１７３条 第１０条から第１８条まで，

第２０条，第２１条，第２３条，第２４

条，第２９条，第３４条の２，第３６条

の２から第４２条まで，第５９条から第

６２条まで，第６８条，第７０条から第

７２条まで，第７６条，第７７条，第８

６条，第８８条から第９４条まで，第１

２８条，第１２９条，第１５４条の２，

第１６３条第６項及び第１６４条から第

１６６条までの規定は，指定就労継続支

援Ｂ型の事業について準用する。この場

合において，第１０条第１項中「第３２

条」とあるのは「第１７３条において準

用する第９１条」と，第２１条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第１７３条

において準用する第１２８条第１項」

と，第２４条第２項中「第２２条第２



「第１７３条において準用する第１２８

条第２項」と，第５９条第１項中「次条

第１項」とあるのは「第１７３条におい

て準用する次条第１項」と，「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計

画」と，第６０条中「療養介護計画」と

あるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，

第６１条中「前条」とあるのは「第１７

３条において準用する前条」と，第７７

条第２項第１号中「第６０条」とあるの

は「第１７３条において準用する第６０

条」と，「療養介護計画」とあるのは

「就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２

号中「第５５条第１項」とあるのは「第

１７３条において準用する第２０条第１

項」と，同項第３号中「第６７条」とあ

るのは「１７３条において準用する第９

０条」と，同項第４号から第６号まで中

「次条」とあるのは「第１７３条」と，

第９１条中「第９４条第１項」とあるの

は「第１７３条において準用する第９４

条第１項」と，第９４条第１項中「前

条」とあるのは「第１７３条において準

用する前条」と，第１６３条第６項中

「賃金及び第３項に規定する工賃」とあ

るのは「第１７２条第１項の工賃」と，

第１６４条第１項中「第１６８条」とあ

るのは「第１７３条」と，「就労継続支

援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援

Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

項」とあるのは「第１７３条において準

用する第１２８条第２項」と，第５９条

第１項中「次条第１項」とあるのは「第

１７３条において準用する次条第１項」

と，「療養介護計画」とあるのは「就労

継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援

Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあ

るのは「第１７３条において準用する前

条」と，第７７条第２項第１号中「第６

０条」とあるのは「第１７３条において

準用する第６０条」と，「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計

画」と，同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第１７３条において準

用する第２０条第１項」と，同項第３号

中「第６７条」とあるのは「１７３条に

おいて準用する第９０条」と，同項第４

号から第６号まで中「次条」とあるのは

「第１７３条」と，第９１条中「第９４

条第１項」とあるのは「第１７３条にお

いて準用する第９４条第１項」と，第９

４条第１項中「前条」とあるのは「第１

７３条において準用する前条」と，第１

６３条第６項中「賃金及び第３項に規定

する工賃」とあるのは「第１７２条第１

項の工賃」と，第１６４条第１項中「第

１６８条」とあるのは「第１７３条」

と，「就労継続支援Ａ型計画」とあるの

は「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替え

るものとする。 

（準用） （準用）   

第１７７条 第１０条から第１３条まで，

第１５条から第１８条まで，第２０条，

第 ２ １ 条 ， 第 ２ ４ 条 （ 第 １ 項 を 除

く。），第２９条，第３４条の２，第３

６条の２から第４２条まで，第５２条，

第５９条から第６２条まで，第７０条，

第７２条，第７６条，第７７条，第８６

第１７７条 第１０条から第１３条まで，

第１５条から第１８条まで，第２０条，

第 ２ １ 条 ， 第 ２ ４ 条 （ 第 １ 項 を 除

く。），第２９条，第３４条の２，第３

６条の２から第４２条まで，第５２条，

第５９条から第６２条まで，第７０条，

第７２条，第７６条，第７７条，第８６



条，第８９条，第９０条，第９２条から

第９４条まで，第１２８条（第１項を除

く。），第１２９条，第１６３条第６

項，第１６４条から第１６６条まで及び

第１６９条の規定は，基準該当就労継続

支援Ｂ型の事業について準用する。この

場合において，第１０条第１項中「第３

２条」とあるのは「第１７５条」と，第

２１条第２項中「次条第１項」とあるの

は「第１７７条において準用する第１２

８条第２項」と，第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１７７条

において準用する第１２８条第２項」

と，第５９条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第１７７条において準用する

次条第１項」と，「療養介護計画」とあ

るのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計

画」と，第６０条中「療養介護計画」と

あるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計

画」と，第６１条中「前条」とあるのは

「第１７７条において準用する前条」

と，第７７条第２項第１号中「第６０

条」とあるのは「第１７７条において準

用する第６０条」と，「療養介護計画」

とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型

計画」と，同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第１７７条において準

用する第２０条第１項」と，同項第３号

中「第６７条」とあるのは「第１７７条

において準用する第９０条」と，同項第

４号から第６号まで中「次条」とあるの

は「第１７７条」と，第９４条第１項中

「前条」とあるのは「第１７７条におい

て準用する前条」と，第１６３条第６項

中「賃金及び第３項に規定する工賃」と

あるのは「第１７６条第１項の工賃」

と，第１６４条第１項中「第１６８条」

とあるのは「第１７７条」と，「就労継

続支援Ａ型計画」とあるのは「基準該当

就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるも

条，第８９条，第９０条，第９２条から

第９４条まで，第１２８条（第１項を除

く。），第１２９条，第１５４条の２，

第１６３条第６項，第１６４条から第１

６６条まで及び第１６９条の規定は，基

準該当就労継続支援Ｂ型の事業について

準用する。この場合において，第１０条

第１項中「第３２条」とあるのは「第１

７５条」と，第２１条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第１７７条において

準用する第１２８条第２項」と，第２４

条第２項中「第２２条第２項」とあるの

は「第１７７条において準用する第１２

８条第２項」と，第５９条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第１７７条にお

いて準用する次条第１項」と，「療養介

護計画」とあるのは「基準該当就労継続

支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療養介

護計画」とあるのは「基準該当就労継続

支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」

とあるのは「第１７７条において準用す

る前条」と，第７７条第２項第１号中

「第６０条」とあるのは「第１７７条に

おいて準用する第６０条」と，「療養介

護計画」とあるのは「基準該当就労継続

支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第５

５条第１項」とあるのは「第１７７条に

おいて準用する第２０条第１項」と，同

項第３号中「第６７条」とあるのは「第

１７７条において準用する第９０条」

と，同項第４号から第６号まで中「次

条」とあるのは「第１７７条」と，第９

４条第１項中「前条」とあるのは「第１

７７条において準用する前条」と，第１

６３条第６項中「賃金及び第３項に規定

する工賃」とあるのは「第１７６条第１

項の工賃」と，第１６４条第１項中「第

１６８条」とあるのは「第１７７条」

と，「就労継続支援Ａ型計画」とあるの

は「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と



のとする。 読み替えるものとする。   

付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正す

る法律（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日か

ら施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間，第１条の規定によ

る改正後の呉市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基

準等を定める条例（以下「新条例」という。）第１８６条の２（新条例第２０５

条において準用する場合を含む。以下同じ。）及び第１９４条の１０の規定の適

用については，新条例第１８６条の２第２項及び第３項並びに第１９４条の１０

第２項及び第３項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と，

新条例第１８６条の２第４項及び第１９４条の１０第４項中「公表しなければ」

とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。 

 

 

 

（提案理由） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，所要

の規定の整備をするため，この条例案を提出する。 

 


